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１．平成１８年度河川局関係予算の概要 

 

○ 気候変動の影響等により、集中豪雨等による被害が増加傾向にあり、今

後さらに水害・土砂災害が増加するおそれ 

○ 限られた予算の中で最大限の効果を発揮すべく、人命・財産に甚大な影響

を及ぼす被害を緊急的に解消するため、徹底した重点化により戦略的に

水害・土砂災害対策等を展開 

○ ハード整備とソフト対策を組み合わせた水害・土砂災害対策、既存ストック

の有効活用等、確実な成果が得られるよう、防災・減災対策を質的に転換 

 

《予算の重点化》 

・床上浸水・土石流被害等人命や生活に深刻な影響を及ぼす 

被害の緊急軽減対策            1,689億円（1.12） 

・土地利用・ソフト一体型水害・土砂災害対策 1,237億円（1.20） 

 

 

 

１．人命や生活に深刻なダメージを与える被害の緊急解消 
 

重点４分野の目的を達成すべく、限られた投資余力の中で、増大する

災害対策の必要性に効率的・効果的に対処するため、まずは深刻度の高

い被害だけは早急に解消することとし、これまで以上に防災・減災対策

を厳選して重点実施 

 

○ 床上浸水被害、土石流被害等の人命や生活に深刻な影響を及ぼす被

害の緊急軽減対策を推進 

○ 人命被害に直結するほどの内水被害の解消を図る総合内水対策緊急

事業の創設 

○ 津波による被害が想定される区域における河川堤防等の耐震対策を

推進するための地震・高潮等対策河川事業の拡充 

○ ゼロメートル地帯等において、津波対策に加え高潮対策を推進する

津波・高潮危機管理対策緊急事業の創設 

 

２．確実に減災効果を発現するための多様な手法の導入 
 

これまでの画一的な手法にとらわれることなく、確実に人命・財産の

安全を確保するための防災・減災対策を徹底して採用 

 



 

○ 土地利用の状況や計画と一体となった効率的・効果的な治水対策を

推進する土地利用一体型水防災事業の創設 

○ 警戒避難体制と一体となった土砂災害対策の推進のための砂防関係

事業の採択基準改正 

○ 既設遊水地等の運用最適化のための施設改良事業の創設 

○ 利水容量の事前放流に伴う損失補填制度の創設 

 

３．地域の防災力（自助・共助）の再生を支援するソフト体制の確立 
 

少子高齢化の進展等に伴う共助体制の弱体化や災害経験の減少に伴

う危機意識の低下等を踏まえ、わかりやすい防災情報の確実な伝達等に

より地域の自助・共助の再生を支援 

 

○ 災害時の的確な行動に役立つ、洪水・土砂災害・津波等の各種ハザ

ードマップの緊急的作成支援 

○ 画像情報等のわかりやすい防災情報の収集・伝達体制（地域防災情

報ネット）の確立 

・ 光ファイバ網を市町村等に接続し、防災情報を双方向で収集・提供 

・ 画像等の提供情報のビジュアル化 

 

４．広域的な危機管理体制の確立 
 

大規模な災害が発生した場合を想定し、円滑な復旧活動等が行えるよ

う統一的な指揮・命令系統での危機管理体制を早急に確立 

 

○ 災害時の資機材等の広域的な配備計画、行動計画の策定 

○ 配備計画にしたがって排水ポンプ車等災害対策用機械の配備 

○ 緊急時の情報収集体制の整備 

 

５．効率的・効果的な事業の実施 等 
 

○ 的確な管理を行うための必要な管理レベルを定めた維持管理基準の

策定 

○ 公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るた

め、事業評価を徹底し、事業を厳選 

○ 「国土交通省コスト構造改革アクションプログラム」に基づき、事

業のスピードアップによる事業便益の早期発現や維持管理費の縮減

等、総合的なコスト縮減対策を推進 



　

区 分

（Ａ） （Ｂ）

( 378,859 ) ( 201,288 )
336,981 179,354

( 227,423 ) ( 145,559 )
226,613 145,136

( 42,714 ) ( 21,565 )
42,462 21,439

( 131,075 ) ( 66,303 )
128,171 64,778

海 岸 37,280 25,013

土 木 研 究 所 1,446 1,446

( 1,519,394 ) ( 957,971 )

小　        計 1,473,550 933,963

（　再　掲　）

1,413,696 900,699

治 水 1,310,697 843,314

海 岸 37,280 25,013

急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 等 65,719 32,372

59,854 33,264

45,844 24,008

住 宅 宅 地 基 盤 特 定 治 水 施
設 等 整 備 事 業 17,955 9,458

下 水 道 関 連 特 定 治 水 施 設
整 備 事 業 27,889 14,550

計 1,519,394 957,971

60,686 50,602

災 害 復 旧 42,083 34,871

災 害 関 連 18,603 15,731

合　        計 1,580,080 1,008,573

（注）　１．国費には、前年度剰余金等として平成18年度には、14,162百万円、前年度には、10,440百万円を含む。

　　　　２．各事業の額は、道路関係社会資本（事業費（平成18年度46,503百万円、前年度49,076百万円）国費　　　　（平成

　　　　３．上段（　）書は、特定治水施設等整備事業を含んだ場合の額である。

　　　　４．「国土基盤河川」は一級河川(指定区間を除く)、指定河川及び権限代行区間の河川に係る事業である。　　「地域

        ５．「国土基盤河川」には建設機械整備費（事業費（平成18年度2,614百万円、前年度1,762百万円）国費　　　（平成

　　　　　　また、事業費には本表の外に、特定事業先行調整費として平成18年度7,800百万円、前年度6,993百万　　 　円が

治 山 治 水

地 域 河 川

砂 防

急 傾 斜 地 崩 壊 対 策

総 合 流 域 防 災

都 市 水 環 境 整 備 事 業

特 定 治 水 施 設 等 整 備 事 業

災 害 復 旧 関 係 事 業

国　　　　費
平　　成　　１８　　年　　度

事　   業　   費

国 土 基 盤 河 川 700,597 496,797

２．平成１８年度　河川局関係予算総括表

(独)



事業費 国　費

（Ｃ） （Ｄ） (Ａ／Ｃ) (Ｂ／Ｄ)

( 409,911 ) ( 217,581 ) ( 0.92 ) ( 0.93 )
367,866 195,364 0.92 0.92

( 232,433 ) ( 148,825 ) ( 0.98 ) ( 0.98 )
231,835 148,508 0.98 0.98

( 44,741 ) ( 22,621 ) ( 0.95 ) ( 0.95 )
44,619 22,560 0.95 0.95

( 149,085 ) ( 72,928 ) ( 0.88 ) ( 0.91 )
146,755 71,763 0.87 0.90

39,181 25,818 0.95 0.97

1,448 1,448 1.00 1.00

( 1,587,881 ) ( 994,791 ) ( 0.96 ) ( 0.96 )

1,542,786 971,031 0.96 0.96

1,482,930 937,914 0.95 0.96

1,372,995 876,708 0.95 0.96

39,181 25,818 0.95 0.97

70,754 35,388 0.93 0.91

59,856 33,117 1.00 1.00

45,095 23,760 1.02 1.01

13,110 7,367 1.37 1.28

31,985 16,393 0.87 0.89

1,587,881 994,791 0.96 0.96

61,490 49,847 0.99 1.02

45,795 38,692 0.92 0.90

15,695 11,155 1.19 1.41

1,649,371 1,044,638 0.96 0.97

成18年度25,400百万円、前年度26,600百万円））を含んだ額である。

域河川」は「国土基盤河川」及び「総合流域防災事業」以外の河川に係る事業である。

成18年度1,500百万円、前年度1,033百万円））を含む。

がある。

0.99 0.98

 　倍 　 　率
（単位：百万円）

国　　　　費
前　　　　年　　　　度

事　   業　   費

711,082 505,570



 
 

 

３．河川行政の新たな展開 

（１）人命や生活に深刻なダメージを与える被害の緊急解消 

 

近年の気候変動の影響等により、集中豪雨や台風等による災害が全国各地で多発し

ている。 

このような状況を踏まえ、人命被害や生活再建が容易でない壊滅的な被害を軽減す

る防災・減災対策を厳選して重点的に実施し、安全・安心が確保された社会を早急に

構築することが必要である。 

 

○人命や生活に深刻な影響を及ぼす床上浸水・土石流被害等を緊急的に

軽減 
【被災者に深刻な経済的負担をかける床上浸水】

家の中に大量の土砂が電化製品がゴミに 壁の中の断熱材がゴミに

 人命被害や元通りの生活を取り戻すことが

容易でない壊滅的な被害をもたらす床上浸水

や土石流等の被害を緊急的に軽減する対策を

重点実施。 

 平成 17 年度には九州地方を中心に 1,000

ミリ以上の豪雨をもたらした台風１４号等に

より、全国で床上浸水 15,000 戸以上、床下

浸水 13,000 戸あまりの浸水被害が発生し、

土砂災害による死者・行方不明者数は２２名

に上るなどの深刻な被害が発生。 五ヶ瀬川の越水による浸水被害

（宮崎県延岡市岡富地区） 

 

・これらの災害に対する緊急対策として実施し

ている激特事業、復緊事業等による再度の災害

発生の防止対策、土砂災害発生地域における緊

急軽減対策等に対する重点投資を実施 

台風１４号土石流 

による被災状況 

（鹿児島県垂水市） 

台風１４号大規模

地すべり発生状況

（宮崎県西郷村）

 

 【床上浸水を緊急に解消すべき戸数 

 約９万戸（H14）→約６万戸（H19）】 

【土砂災害から保全される戸数 

 約120万戸（H14）⇒約140万戸（H19）】 

 

・台風１４号による土砂災害における犠牲者の 

約７割は災害時要援護者であることを踏まえ、 

68%

32%

６５歳以上

（１５人）

台風１４号の土砂災害による死者・行方不明者２２
名の内約７割が災害時要援護者

６５歳未満

（7人）

災害時要援護者の割合（台風１４号）
老人福祉施設等の災害時要援護者関連施設の安 

全を確保するため、ハード対策として砂防えん 

堤等を重点的に整備 

 ※災害時要援護者とは、６５歳以上の高齢者や幼児をさす。 

 

【土砂災害から保全される災害時要援護者関連施設 

 約3,100施設（H14）⇒約4,100施設（H19）】 

 



○戦略的な内水被害軽減対策の実施 新規 
外水河川※は、破堤による被害が甚大であることや内水の受け皿となることから、

これまでは、外水対策が優先され内水対策は被災箇所への対応が中心であったが、近

年の集中豪雨等により、内水被害による死者の発生や避難活動への影響が懸念されて

おり、内水対策が急務となっている。このため、内水被害の危険地域を検証し、河川

管理者と地元自治体が共同してハードとソフトの対策を一体的に行うことにより、効

率的・効果的な内水対策を緊急的に実施する。 
※内水河川（本川水位の上昇に伴い自然排水ができずにその流域内に湛水が生じる河川）が合流する本川 

 

①内水被害危険度ランク図の作成 

 内水対策を実施しようとする河川管理

者（外水及び内水河川の管理者）は、地

形特性や降雨特性から浸水頻度や浸水深

を想定して、「内水被害危険度ランク図」

を作成。 

 

②緊急的に実施する地区の決定 

内水被害危険度ランク図を基に、内水 

被害状況、避難計画や防災情報の収集・ 

伝達体制等の地域防災力向上に関する取 

■内水被害危険度ランク図のイメージ

河川→

内水被害危険度ランクのイメージ
ランクⅠ：最大湛水深２ｍ程度／ほぼ毎年浸水
ランクⅡ：最大湛水深１ｍ程度／５年に１回程度浸水
ランクⅢ：最大湛水深５０ｃｍ以下／１０年に１回程度浸水 等

■内水被害危険度ランク図のイメージ

河川→河川→河川→

内水被害危険度ランクのイメージ
ランクⅠ：最大湛水深２ｍ程度／ほぼ毎年浸水
ランクⅡ：最大湛水深１ｍ程度／５年に１回程度浸水
ランクⅢ：最大湛水深５０ｃｍ以下／１０年に１回程度浸水 等

組状況も考慮し、内水浸水被害対策を緊急的に実施する地区を決定。 

 

③総合内水対策計画の策定 

内水対策を戦略的に行うため、国と地方が連携してハード整備とソフト対策を一体

とした総合内水対策計画を策定し、おおむね５年間で内水浸水対策を実施。 

・ハード整備：ポンプ、貯留施設、二線堤（輪中堤）等の整備計画 

・ソフト対策：避難計画、ポンプの運転調整ルールの設定、土地利用規制等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〈総合内水対策緊急事業の創設（補助）〉新規 
  外水対策に対して劣後であった内水対策について、人命被害や生活再建が困難と

なる被害が生じるおそれの高い深刻な内水被害を緊急的に軽減するため、河川管理

者と地方公共団体等が共同してハード・ソフト一体となった総合内水対策計画を策

定し、緊急的に内水対策を実施。 

○○洪水ハザードマッ
プ

本
川

遊水地

：ハード整備

：ソフト対策

支川
排水機場

湛水を許容する区域

湛水を許容しない区域

湛水を許容する区域

配布

遊水地の整備

河道改修
（河道掘削、築堤）

二線堤（輪中堤）

河道改修（河道掘削、築堤）

ポンプ運転調整
ルールの設定

排水機場の整備

市街化調整区域の保持

・盛土抑制
・災害危険区域の指定

・内水被害に対する住民意識の向上
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○地震防災対策強化地域等における緊急津波・高潮対策の推進 
・東海地震、東南海・南海地震等の大規模地震の発生に伴い津波が来襲するおそれが

ある重要沿岸域において、避難対策と既存施設の機能確保を概ね５年間で緊急的に実

施 

◇重要沿岸域において津波浸水想定区域調査を完了 

◇地域中枢機能集積地区については、開口部対策を完了 

東海地震、東南海・南海地震
に係る地震防災対策強化地
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 我が国における重要沿岸域

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・大規模地震による津波被害の危険性が指摘されていることを受け、河川を遡上する

津波による水位の上昇に伴う浸水被害に対する対策を推進 

 

〈地震・高潮等対策河川事業の拡充（補助）〉新規 

 津波・高潮による浸水想定区域に係る調査を追加するとともに、津波による被害が

想定される指定区間内の一級河川又は二級河川のうち、耐震対策を必要とする河川に

ついての耐震対策事業等を追加。 
 地震による河川堤防の沈下等による浸水被害を

考慮した浸水想定区域調査を追加(拡充)海岸管理者の作成する
浸水想定区域図 

 
 
 
 
 
 

津波
の遡上

津波の遡上
津波
の遡上 

 河川堤防等の耐震対策について
従来より実施しているゼロメートル地帯に加えて
津波による被害が想定される区域を追加（拡充）

 



・ゼロメートル地帯等において、堤防・護岸等の破堤防止対策を促進することにより、

臨海部人口集積地等の壊滅的被害を防止 

 

〈津波・高潮危機管理対策緊急事業の創設（補助）〉新規 

津波発生時における人命の優先的な防護の推進を目的に、ハード整備とソフト対

策を一体的に実施できるよう創設した「津波危機管理対策緊急事業（Ｈ１７年度創

設）」を高潮対策についても拡充し、「津波・高潮危機管理対策緊急事業」を創設 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆支援メニュー

①水門の自動化・遠隔操作化等

②津波防災ステーションの整備
③堤防護岸の破堤防止
④津波・高潮ハザードマップ作成支援
⑤津波情報提供施設の設置
⑥避難対策としての管理用通路の整備
⑦避難用通路の設置

※ ゼロメートル地帯における高潮対策に
ついて拡充

避難用通路 水門等の遠隔操作化

堤防護岸の破堤防止

 

 

○東海地震、東南海・南海地震等の大規模地震に起因する土砂災害対策 

東海地震、東南海・南海地震等の大規模地震の発生に備え、地震に起因する土砂災

害により住宅等が被災することがないよう、土砂災害対策を重点的に実施。また、新

潟県中越地震や福岡県西方沖地震などの活断層に起因する地震により発生する土砂

災害対策も重点的に実施。 

 

〈住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業の改定（補助）〉新規 

住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業

を改定し、大規模地震等の発生のおそれ

がある地域において、緊急輸送道路を閉

塞するなど、地震時に社会的に重大な被

害が起こりうる住宅市街地を土砂災害か

ら保全するために必要な砂防関係事業を

実施。 

 

 

 

 

 
 

大規模地震等の発生により既存住宅宅地に著しい被害
が生じる恐れのある地域

住宅・建築物の
耐震改修支援型

急傾斜地崩壊防止施設

地すべり防止施設

砂防設備

○
○
川

道路

耐震改修促進計
画に基づく事業

震災時に道路閉塞
を引き起こすおそ
れのある住宅等を
保全する事業
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一連の防護区域を有する海岸において、地方が作成する津波・高潮危機管理対策
緊急事業計画に基づき、５年以内に、以下の対策を総合的に推進する。
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ついて拡充
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津波情報提供施設

津波防災ステーション

津波・高潮ハザードマップ
作成支援

一連の防護区域を有する海岸において、地方が作成する津波・高潮危機管理対策
緊急事業計画に基づき、５年以内に、以下の対策を総合的に推進する。



○高潮・高波による壊滅的被害防止対策の緊急実施 

これまでの海岸災害では経験のない菜生
な ば え

海岸の被災を教訓として、全国緊急点検を

実施した結果、この海岸と同様に人的被害を含む甚大な被害が生じるおそれのある危

険地区（３１ｋｍ、１３７箇所）※を概ね５年間で緊急的に解消すべく施設の強化・補

修等を実施。 ※国土交通省、農林水産省所管合計値 
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【高知県菜生
な ば え

海岸の被災状況】 

平成１６年台風２３号の激しい高波により、高知県菜生
な ば え

海岸を襲

い、堤防が約３０ｍにわたって倒壊・流失し、家屋１３棟が被災、

３名が死亡、４名が負傷 

 
 
 
 
 
 ■観測史上最大※１の波が来襲 

 今回 全国のそれまでの既往最大

波高※２ 13.55m 11.37m 

観測所 
室津波浪観測所 

（平成16年10月観測）

御坊沖観測所 

（昭和62年10月観測） 

 
  

※１ 全国港湾海洋波浪情報網（ナウファス）の観測史上（昭和４５

年～）で最大 

※２ 有義波高：波高の大きいものから順番に全波数の 1/3 を抽出

し平均した値  
 
 
 

緊急対策該当道県



（２）確実に減災効果を発現するための多様な手法の導入 

  

 河川等の整備水準は年々着実に向上しているものの、未だ十分な水準は達成されて

いない状況下で、災害からの安全度を早期に向上させるためには、土地利用状況や既

存の施設の運用状況等も考慮し、これまでの整備手法にとらわれることなく、確実に

人命・財産の安全を確保することができる防災・減災対策を徹底して採用。 

 

○土地利用・ソフト一体型治水対策の推進 
集中豪雨の頻発等を踏まえ、災害に対する安全度を確実かつ早期に向上させるた

め、土地利用状況など地域の実情・意向を踏まえつつ、輪中堤や浸水防止施設等のハ

ード整備とハザードマップ等のソフト対策を組み合わせた治水対策を推進。 

 

〈土地利用一体型水防災事業の創設（直轄・補助）〉新規 
中山間地域の狭隘部等の連続堤方式による河川改修が困難である地域を対象に

実施してきた「水防災対策特定河川事業」について、土地利用状況等を考慮し、連

続堤で整備した場合よりも効率的かつ効果的である場合には、地域を限定せず、輪

中堤、宅地嵩上げ、小堤、浸水防止施設、貯留施設等の整備を推進。 

 

  

 

 

◆連続した堤防の整備では長時間を要するた

め、まずは人命や生活への被害を緊急的に

軽減する輪中堤等の整備を実施 

◆都市内住宅地に浸水被害が拡大しないよ

う、土地利用状況を考慮しつつ、浸水拡大

を防止する施設の整備を実施 
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○警戒避難体制整備と一体となった土砂災害対策 

 平成１６年に、避難場所に避難している住民が土砂災害により被災した事例があっ

たため、避難場所の総点検を実施。地形条件等

により土砂災害の危険のない場所に避難場所を

設定することが困難な場合は、避難場所を保全

する土砂災害対策を重点的に実施。 

落合自治会館

落合川

ごごうありき
香川県大野原町五郷有木

あわせて、避難場所まで確実に到達できる安

全な避難経路を関係機関と連携して集中的に整

備し、また、情報通信の二重化を図るなど集落

が孤立化した場合も含め地域の安全を確保。 

 

 

〈砂防関係事業※の採択基準改正（警戒避難体制との連携強化）〉新規 

砂防えん堤等のハード施設の新規採択にあたっては、原則として当該ハード施設整

備によって被害が軽減される地域内において、土砂災害危険箇所の公表等のソフト対

策が実施済であることを義務付け。あわせて、保全対象に避難場所を含む土砂災害危

険箇所について、保全対象が避難場所のみであっても採択できるよう砂防関係事業の

採択基準を改正。    ※砂防関係事業：砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策等事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○既存施設を徹底的に有効活用した治水対策 

 早期に治水安全度を向上させるため既設の遊水地や調節池等の洪水調節施設等に

ついて、河川改修の進捗状況や出水状況の変化等を踏まえて操作規則の見直しや治水

機能を最大限に有効活用できるよう施設改良を実施。 

 また、既設のダムにおいても、洪水による災害が発生するおそれがある場合に、利

水容量の事前放流を実施。 
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〈洪水調節施設機能高度化事業の創設（総合流域防災事業の拡充）（補助）〉

                               新規 

早期に治水安全度を向上させるため、既設の遊水地、調節池等の洪水調節施設等の

洪水調節機能の向上を図るための施設改良を実施。 

 
■洪水調節施設の機能高度化のイメージ

遊水地の例

河川改修が進捗し、洪水時の水位
が低下し、既設の遊水地等の洪水
調節機能が低下

越流堤を切り下げることにより、
越流量を最適化

越流堤の切り下げ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈事前放流に伴う損失補填（直轄堰堤維持事業の拡充）（直轄）〉新規 

洪水が発生するおそれがある場合において、利水容量を事前放流し、その後に利水

容量が回復せず利水者に実損が生じた場合、一定の基準に基づいて利水者の実損失を

補填。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○総合的な流木災害防止対策の推進 

 土砂とともに森林等から発生した大量の流木が下流部の集落などに被害を与える

事例が多発していることから、流木災害の発生が懸念される地域において、上流部に

おける危険木等の処理や下流部における流木を捕捉する施設の設置など、治山事業と

砂防事業を一体的かつ集中的に実施。 

 

 

 

 

 

越流量を最適化するための越流堤の改良

■洪水調節施設の機能高度化のイメージ
遊水地の例
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が低下し、既設の遊水地等の洪水
調節機能が低下

越流堤を切り下げることにより、
越流量を最適化

越流堤の切り下げ

越流量を最適化するための越流堤の改良

治水容量

利水容量

堆砂容量

治水容量

利水容量

堆砂容量

事前放流量

事前放流の実施

治水容量

利水容量

堆砂容量

回復せず

利
水
者
の
実
損
失
を
補
填

治水容量

利水容量

堆砂容量

治水容量

利水容量

堆砂容量

治水容量

利水容量

堆砂容量

事前放流量

事前放流の実施

治水容量

利水容量

堆砂容量

回復せず

治水容量

利水容量

堆砂容量

治水容量

利水容量

堆砂容量

回復せず

利
水
者
の
実
損
失
を
補
填

総 合 的 な 流 木 災 害 防 止 対 策 （イメージ）

流
木
被
害
の
最
小
化

治 山 事 業
◆流木防止対策工等
◆荒廃地の復旧、森林の整備
（倒木の処理、本数調整伐等）

砂 防 事 業
◆流木捕捉工等
（流木止め施設を設置）

連
携
し
た
対
策
の
実
施

○○流域
流木災害対策計

画の策定

流木災害等の発
生が懸念される

地域の把握

流木災害対策
緊急総点検

・渓流に堆積した
倒木等の把握

・流木対策施設の
整備状況

（ダム貯水池に流入する
流木量を勘案）

総 合 的 な 流 木 災 害 防 止 対 策 （イメージ）
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◆流木防止対策工等
◆荒廃地の復旧、森林の整備
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◆流木捕捉工等
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○○流域
流木災害対策計

画の策定

○○流域
流木災害対策計

画の策定

流木災害等の発
生が懸念される

地域の把握

流木災害対策
緊急総点検

・渓流に堆積した
倒木等の把握

・流木対策施設の
整備状況

（ダム貯水池に流入する
流木量を勘案）



（３）地域の防災力（自助・共助）の再生を支援するソフト体制の確立 

 

 少子高齢化が進展し高齢者世帯が増加するに伴い、旧来型の地域コミュニティが衰

退するなど地域の共助体制が弱体化。また、住民や自治体の災害経験が減少し、災害

に対する危機意識も低下。このような社会的状況を踏まえ、地域の自助・共助を再生

するための取組みを進めていくことが必要。 

 

○各種ハザードマップ整備 

平常時から防災意識の向上を図り、災害時に的確に行動できるようにするため、

災害時における被害の状況と避難方法等の情報を住民に分かりやすく提供すること

を目的とした洪水・土砂災害・津波等のハザードマップを作成・公表。 

・ 洪水ハザードマップについては、平成２１年度末までに全国約1,800の市町村

（平成１７年４月１日時点）で作成・公表予定 

・ 土砂災害ハザードマップについては、土砂災害警戒区域の指定に合わせて、平

成２１年度末までに、過去５年間に大規模な災害を受けた箇所や災害時要援護

者施設を含む箇所全国約６，０００箇所で作成・公表予定 

・ 津波ハザードマップについては、平成２１年度末までに重要沿岸域の全ての市

町村である４０２市町村（平成１６年８月調査時点）で作成・公表予定 

 

○地域防災情報ネットの構築 

 平成 16 年の豪雨災害等においては、避難勧告の発令等の遅れがあったほか、発

令されても避難しない住民が多数に上った。このため、市町村の避難勧告等の発令

の判断や個人の避難行動の判断に資する画像情報等の分かりやすい防災情報を収

集・伝達するための情報機器を緊急的に整備し、情報提供するとともに、光ファイ

バ網を市町村等と接続し、双方向で確実に防災情報を伝達・収集する体制を構築す

る。 

＜自ら判断できるわかりやすい情報の提供＞ 

 ・市町村毎にカスタマイズした水位・雨量予測情報、洪水予警報等を H18 年度

から全ての市町村を対象に提供 

・災害の危険を実感できる画像情報や、水位縦断図、浸水状況図、土砂災害警戒

情報等の提供情報のビジュアル化 

・５年間で約９００の中小河川において 10 分間隔での洪水予測を実施 

・地域や個人が土砂災害に適切に対応できるよう、土砂災害警戒区域等の指定を

拡大   （（Ｈ１６）約３，５００箇所 → （Ｈ１８）約３万箇所） 

・市街地に実績浸水深等を表示する「まるごとまちごとハザードマップ」を設置 

  

＜情報の確実な伝達・収集＞ 

・災害時においても輻輳しない国土交通省光ファイバを市町村等と接続し災害情

報を直接提供（約２３０市町村(H１７)→約４００市町村（H１８)） 



・個人・市町村へ防災情報をインターネット、地上デジタル放送、ケーブルテレ

ビ等の多様な手段で提供するとともにカーナビ(ＶＩＣＳ)等を活用し道路利用

者に水害・土砂災害・津波情報を提供 

・市町村の的確な判断を支える判断・伝達マニュアルの作成等を支援 

・河川防災モニター制度により流域の浸水情報、土砂災害前兆情報を収集 

・市町村及び国土交通省の震度データを光ファイバ等を活用して気象庁へ配信 
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（４）広域的な危機管理体制の構築 

地域において豪雨や地震などに起因する激甚な災害が発生した場合には、広域的か

つ甚大な被災による制約の中、被災地では多岐にわたる現地ニーズに対応する緊急オ

ペレーションが重要。その際、単なる応援ではなく統一的な指揮・命令系統での危機

管理体制が必要。このため、大規模な災害が発生した場合でも復旧等のための行動を

円滑に行えるよう、そのために必要な資機材や人員等の広域的な配備・提供・支援の

体制づくりを行う。 

・ 災害時の排水ポンプ車等災害対策機械や人員の広域的な配備計画、行動計画を

策定し、広域的な支援体制を緊急的に確立 

・ 配備計画にしたがって排水ポンプ車等災害対策機械を配備 

・ 緊急時の情報収集体制の整備 

・ 水害の状況等からみて当該市町村の水防団のみでは十分な水防活動がなされな

いおそれがある場合に備えて近隣の市町村の水防団等が支援する体制を構築 



（５）かわまちづくりの推進 

  

人々が親しみ誇れる都市に再生するため、川や水辺の持つ多様な機能（景観形成、

人々が集い楽しむ空間、身近な自然、地域の個性・魅力の発揮等）を発揮させること

が重要。このため河川空間のハード・ソフトにわたる構造改革を展開。 

 

①「川の森」づくり 

植樹された河川のイメージ
（奈良県大和高田市・高田川の事例）

 都市の水と緑のネットワークを構築するため、川沿いに

植樹できる場所については、徹底的に植樹を実施する。都

市においては木を植えるための植樹に関する基準類を新

たに整備する。自治体と河川管理者が全川にわたり、植樹

の可能性のチェックを行い、植樹計画を策定して川の森づ

くりを計画的・戦略的に推進 

 

②都市の川を活用した賑わいの創出 

 川の賑わいを創出するため、既存の枠にとらわれない

川と一体となったデザイン・活動を募集する提案制度を

創設。市民団体、商店街等の提案の具体化検討を行う制

度を創設し、舟運の復活など賑わいを創出する提案を社

会実験として実施し、地域社会と河川の協力体制のもと

で利活用を推進 

利活用計画に基づく取組みのイメージ
（広島市・元安川の事例）

 

③清澄な水が豊かに流れる川の復活 

地下構造物への浸出水等の未利用水源からの導水や、適

切な水資源配分の考え方のもとで環境改善を目的とした

河川からの導水を実施。必要な水量・水質が確保された「ま

ちの清流」を再生 

水枯れ河川解消のイメージ
（大津市・百々川） 

 

④地域の風土・文化に触れるかわづくり 

 近年の国民の余暇の過ごし方や観光客の嗜好の変化に

あわせ、川の価値を高めるため、川に関する歴史・文化・

自然等に関する情報の蓄積・発信を行うとともに、連続し

たフットパスの整備や NPO 等と連携したリバーガイド

システムの創設を実施 

 
「フットパス」のイメージ 

（最上川の事例） ⑤全国的な地域ぐるみの活動の醸成 

 市民団体、自治体、企業、学識経験者等による「かわ

まちづくり推進会議」（仮称）を設置し、全国大会開催、

優秀事例の表彰、研修実施等によるかわまちづくりの全

国的な地域ぐるみの活動を醸成 

 



（６）エコロジカルネットワークの再生 

  

河川と流域の水路、池、沼、田んぼ等の水域の連続性を確保し、水域のエコロジカ

ルネットワークを構築することにより、河川と流域との間を行き来して生活する魚類

等の水生生物の生息・生育環境を回復するとともに、地域の生態系を再生。 

・ 河川管理者、地域住民、ＮＰＯ、土地改良区等の関係者からなる地域協議会を

設置し、地域協議会がエコネット再生計画を策定 

・ エコネット再生計画に基づき、関係者が連携して以下の対策を実施 

・魚道や切り欠きの設置等による河川・水路・田んぼ等の間の落差の解消。 

・瀬・淵やワンドの再生、高水敷切り下げによる湿地環境の再生等の河川や

水路の再自然化 

・休耕田等を活用した「たまり」の整備 等 

・ 再生計画の策定、再生事業の実施等の各段階において、必要に応じ専門家を派

遣し、再生地区の取り組みを支援 

  

本川 
排水路

水田 

用水路 

主要な産卵場 

メダカやナマズなどの

親魚の主要な生息場

稚魚の主要な生息場

休耕田等を活かしたたまりの整備 魚道（魚の回遊路を創造）

樋管出口の改良例 

 



（７）その他の取り組み 

○沖ノ鳥島の管理・保全の充実と利活用策の検討 
 我が国最南端の島である沖ノ鳥島は、約４０万平方キロメートルの排他的経済水域

を有する極めて重要な島であり、国が直轄管理を実施。同島については、国土保全・

利活用の観点から、その保全について十全な措置を取ること、また、同島を積極的に

利活用しその実績を積み重ねることが極めて重要である。また、周辺海域における我

が国の国際法上の権利の基礎であり、同島の保全は国土保全上極めて重要であること

から、その保全を最優先に行うとともに、その前提の上に、可能な利活用を考えてい

くことが必要。 

 

〔管理・保全の充実〕 

 設置後十数年が経過し、老朽化している海岸保全施設について、引き続き適切な維

持管理を行うとともに、沖ノ鳥島を形成する珊瑚の増殖による島の保全方策について

検討。 

 

 

 

 

 

 

 

〔利活用策の検討〕 

 同島の保全及び利活用の基盤となる電力及び水等の確保方策（海洋温度差発電等）

について、必要な施設整備について引き続き検討。 

 

○住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業の改定（補助） 新規 

住宅・宅地の新規供給が見込まれる土地の創出を目的としてきた本事業を見直し、

新たに、中心市街地等において、快適な居住環境を創出し、良好な住宅・宅地の整備・

保全を図ること又は大規模地震等の発生による既存住宅・宅地に著しい被害が生じる 

おそれのある地域における住宅・建築物の 

保全を図ることを目的とする事業に改定。 

 

①中心市街地等における良好な居住環境の

創出支援型 

 中心市街地活性化計画等の対象地域にお

いて治水安全度の向上を図る上で必要で、

かつ、快適な居住環境の創出、良好な住宅・

宅地の整備・保全に資する河川における改

良工事を実施。 

 

②住宅・建築物の耐震改修支援型 

（再掲 Ｐ８参照） 

珊瑚の増殖実験

（現地設置中の珊瑚着床フレーム）

作業架台の著しい老朽化への対応 沖ノ鳥島 珊瑚の増殖実験

（現地設置中の珊瑚着床フレーム）

作業架台の著しい老朽化への対応 沖ノ鳥島

中心市街地等における
良好な居住環境創出支援型

○
○
川

鉄道

国道
中心市街地等

□
□

川

××川

快適な居住環境の創出、
美しい市街地景観の形成等に資す
る河川における改良工事

中心市街地等における
良好な居住環境創出支援型

○
○
川

鉄道

国道
中心市街地等

□
□

川

××川

快適な居住環境の創出、
美しい市街地景観の形成等に資す
る河川における改良工事



 

 
４．予算編成時における新規採択箇所 

○木曾
き そ

川
がわ

水系連絡導水路事業 
次の目的のため、直轄河川総合開発事業である木曾川水系連絡導水路の実施計画調

査に新規着手する。 

・ 異常渇水時において愛知県等における渇水被害を軽減するため、徳山ダムの渇

水対策容量に貯留した水を揖斐川から木曾川及び長良川に最大２０ｍ３/ｓ導水

する。 

・ 愛知県及び名古屋市において水道用水等を確保するため、徳山ダムで開発した

水道用水等４.０ｍ３/ｓを揖斐川から木曾川に導水する。 

＜位置図＞ 
   

○事業概要 

１）位 置 

   呑口：岐阜県
ぎ ふ け ん

揖斐郡
い び ぐ ん

揖斐川町
いびがわちょう

 

   吐口：岐阜県
ぎ ふ け ん

加茂郡
か も ぐ ん

坂 祝 町
さかほぎちょう

 

２）河川名 

   呑口：木曾
き そ

川
がわ

水系揖斐川
い び が わ

 

   吐口：木曾
き そ

川
がわ

水系木曾
き そ

川
がわ

 

３）導水路延長：約４４ｋｍ 

４）総事業費：約９００億円 

 

木曾川水系連絡導水路木曾川水系連絡導水路

木曾川

長良川

揖斐川

岐阜県

長野県

愛知県

三重県

徳山ダム

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○鹿
か

野川
の が わ

ダム改造事業 
肱川流域の洪水被害を軽減するとともに、豊かで自然な流れを回復するため、既設

鹿野川ダム（肱川水系肱川）の改造を行うとともに、発電容量を振り替え、洪水調節

容量の増強、環境（不特定）容量の新設を行うことを目的とした直轄河川総合開発事

業である鹿野川ダム改造事業に新規着手する。 

＜位置図＞     ＜施設改造イメージ＞  
 

 

 

 

 

 
愛媛県

香川県

徳島県

高知県
鹿野川ダム

 
 
＜貯水容量概略図＞ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
総貯水容量4,820万m3

現 行

底水容量 640万m3

非洪水期 洪水期

発 電 容 量
2 , 3 3 0 万 m 3 発 電 容 量

1 , 9 1 0 万 m 3

非洪水期 洪水期

整備計画

総貯水容量4,820万m3

（変化なし）

堆砂容量 1,200万m3

河 川 環 境
容 量
2 , 9 7 0 万 m 3

河 川 環 境
容 量
1 , 8 1 0 万 m 3

洪水調節容量
6 5 0 万 m 3 洪水調節容量※

1 , 8 1 0 万 m 3

H=61m

洪水調節容量※

1 , 0 7 0 万 m 3

洪水調節容量
6 5 0 万 m 3

EL.91m
ダム天端標高

EL.91m
ダム天端標高

堆砂容量 1,200万m3

トンネル洪水吐

 

○事業概要 

１）位 置 

愛媛県
え ひ め け ん

大洲市
お お ず し

肱 川 町
ひじかわちょう

山鳥坂
や ま と さ か

 

２）河川名 

肱川
ひじかわ

水系肱川
ひじかわ

 

３）改造事業内容： 

  ・貯水池容量振り替えによる洪

水調節用量の増強 

  ・環境（不特定）容量の新設 

  ・トンネル洪水吐きの新設 

  ・利水放流施設の増強 

・選択取水設備の設置  等 

４）総事業費：約４２０億円 

ゲート改良
選択取水設備

※洪水時には、これに加え、５８０万m3の予備放流を実施



 

○芋川
いもかわ

地区直轄地すべり対策事業（新潟県長岡市、小千谷市、魚沼市、川口町） 

新潟県中越地震により芋川流域においては、大規模な河道閉塞を含む約１，８００

箇所を超える斜面崩壊が発生し、激甚な被害が発生した。また、昨年は中越地方で 

１９年ぶりの豪雪となり、その後の融雪出水等によって流域の荒廃が進んだ。このた

め、直轄地すべり対策事業により、当該流域における集中的かつ迅速な対策を講じよ

うとするものである。 

 今後、地下水排除工等の抑制工及び地すべりの滑動力に抵抗する抑止工を施工する

こととし、平成１８年度は、調査設計を進めるとともに、集水井、排水ボーリング等

の工事を行う。 

 

魚沼市
（旧堀之内町）

芋川

長岡市

震源地

２

１

３

長岡市
（旧山古志村）

佐渡

〈位置図〉

芋川

集落
牛舎

地すべり

地すべり
楢木

２

下之沢１

川口町

峠塩谷川

３

新潟県中越地震により
発生した主な地すべり

芋川流域

信濃川
魚野川

信濃川

芋川支川

地すべり

集落

芋川支川

地すべり

魚沼市
（旧堀之内町）

芋川

長岡市

震源地

２

１

３

長岡市
（旧山古志村）

佐渡

〈位置図〉

佐渡

〈位置図〉

芋川

集落
牛舎

地すべり

地すべり
楢木

２

下之沢１

川口町

峠塩谷川

３

新潟県中越地震により
発生した主な地すべり
新潟県中越地震により
発生した主な地すべり

芋川流域

信濃川
魚野川

信濃川

地すべり

集落

芋川支川

芋川支川

地すべり



 

 
 

５．効率的・効果的な事業の実施 

○維持管理基準の策定 
 平成１６年は破堤などの甚大な被害が発生したが、近年の集中豪雨の頻発や地域の

防災力の低下、水防体制の脆弱化等が進行する中で、治水機能維持のための河川管理

の重要性が再認識されている。しかしながら、今までは、河川管理の内容について特

段の基準を定めず個々の河川毎に経験的に必要と考えた管理を実施してきたところ

であり、結果として本来必要な河川管理の内容に対して不足や無駄があった可能性が

ある。 

 このため、具体的な維持管理基準を定め、これに基づく河川管理を徹底して実施し、

治水施設の機能維持により、災害の軽減を図る必要がある。 

 

①維持管理基準の策定 

 治水施設の機能維持により、災害の軽減を図るため、河川の規模や重要度、河川特

性に応じて、最低限必要とされる管理項目やその頻度等の基準化を図る（平成１７年

度）とともに、基準に基づく維持管理の徹底を図るため、河川砂防技術基準（維持管

理編）の改定を図る（平成１８年度）。 

 

②河川ごとの河川管理方針、計画の策定 

 各河川の特性を踏まえた的確な管理を行っていくため、維持管理基準に基づき、河

川毎に河川管理方針と計画を策定。（例えば河床上昇傾向の河川では河床の状況の監

視を徹底（方針）、毎年横断測量を実施、出水後には堆積土砂調査を実施（計画）） 

 

③河川管理業務の一部の NPO 等への委託の推進 

 委託可能な管理業務を明らかにし、これらについて NPO 等への委託を推進。 

 

具体的な管理基準のイメージ

軽減区間

通常区間

※実施頻度の数値は仮置き

河川の規模や重要度、河川特性に応じて、管理内容
を軽減、追加しうる管理基準を策定

「通常区間」の管理基準のイメージ
堤防巡視： 毎日
縦横断測量： ３年間隔
河道内樹木調査： ３年間隔

背後地の状況により
管理内容を軽減

「軽減区間」の管理基準のイメージ
堤防巡視： 週に１回
縦横断測量： １０年間隔
河道内樹木調査： ５年間隔

河床低下傾向、屈曲部など河
川の特性も考慮して内容の追
加、軽減



○耐久性・効率性等を重視した施設・部材の整備・管理基準の充実 
 

 ポンプ、ゲートなどの施設は、従来時間管理型（耐用年数管理）であるが、これら

施設や部材等について、設置環境や施設の種類、重要度に応じた、必要な機能、耐久

性、品質について基準化し、これらの健全性に基づいた管理を行いライフサイクルコ

ストの低減を行う。また注文生産型であり、部品の欠品等の問題により更新、維持修

繕に支障があるため、部材の規格の標準化を行う。 

 

①設置環境や施設の種類、重要度に応じた評価の実施 

 施設や構造物を構成する部材等の必要な機能、耐久性、品質等の観点から以下の新

たな評価軸を設定 

[1]重要な部材は信頼度を高く設定 

[2]損傷しても重大な機能の低下につながらない部材はある程度の損傷を 

許容する 等 

 

②健全度評価基準の設定と「修繕カルテ」の作成 

 所要の安全度を確保しつつライフサイクルコストを低減するため、以下を実施 

[1]施設や部材の健全度を測る「ものさし」としての機能維持や老朽化等

の基準による評価を行い、維持更新の優先度やスペック（耐久性、品

質等）を基準化する「健全度管理型」の管理 

[2]効率的な整備、管理のため「修繕カルテ」の作成 等 

 

 「健全度管理型」の維持管理のイメージ「健全度管理型」の維持管理のイメージ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③部材の規格の標準化 

更新コストを低減するため、部材の規格の標準化を導入。部材の標準規格について

は、標準設計図書に位置づけ、展開を図るとともに、これを標準部材として汎用性の

確立、コスト縮減を図る。 

 

 

 

 

 

修繕カルテ（仮称）

データベース

●あらたな「ものさし」を導入：
施設・部材の重要度、設置条件で評価

個別設計・個別生産

規格の統一
（イメージ：1m3/s、5m3/s、10m3/s等）

●「健全度管理型」の維持管理：
「ものさし」に基づく評価により設
定した「健全度」に基づく管理を実
施。

●部材の規格の標準化：
ポンプ等について、規格化さ
れた標準的部材を用いコスト
を縮減

修繕カルテ（仮称）

データベース

●あらたな「ものさし」を導入：
施設・部材の重要度、設置条件で評価

個別設計・個別生産

規格の統一
（イメージ：1m3/s、5m3/s、10m3/s等）

●「健全度管理型」の維持管理：
「ものさし」に基づく評価により設
定した「健全度」に基づく管理を実
施。

●部材の規格の標準化：
ポンプ等について、規格化さ
れた標準的部材を用いコスト
を縮減



○コスト構造改革の推進 

「国土交通省公共事業コスト構造改革プログラム」に基づき、事業のスピードアッ

プ、設計・調達の最適化をポイントとした公共事業のすべてのプロセスを例外なく見

直す「コスト構造改革」に取り組んでおり、事業のスピードアップによる事業便益の

早期発現や将来の維持管理費の縮減等、総合的なコスト縮減をより一層推進し、平成

１５年度から５年間で、平成１４年度と比較して１５％の総合コスト縮減率を達成す

ることを目標とする。 
 
＜コスト構造改革への取り組み事例＞ 

区分 事 例 総合コスト縮減効果 

事業の重

点化・集

中化 

 

 

 

 

 

 

・河川、砂防、海岸事業において、事業期間、

区間を設定、公表し、重点投資を行う短期

集中型事業の導入により治水効果の早期

発現を図る。 

 

 

 

 

 

 

（モデルケースによる試算例） 

・従来１０年間の工期を要する放水路事業に対し、

５年間の工期短縮により約７億円のコスト縮減

効果。 

※事業便益の早期発現効果を費用便益分析に基

づく B/C で除することにより、コスト縮減額

に換算。 

(公共事業コスト構造改革フォローアップ実施

要領による) 

 

計画・設

計の見直

し 

 

 

 

 

 

 

・ダム事業における掘削法面の保護対策であ

るコンクリート吹き付け法枠工に対し、同

等の安定が図れる合理化施工法(簡易法枠

工)を採用しコスト縮減を図る。 

 

・排水機場のポンプ形式の変更、天井クレー

ンの廃止、排水機場の上屋構造の省スペー

ス化などによりコスト縮減を図る。 

 

・砂防ソイルセメントを用いた工法の採用に

より、建設発生土の有効活用が可能とな

り、環境への負荷軽減、施工の合理化によ

る建設コストの縮減等を図る。 

 

・人工リーフの技術的な指針について、性能

規定の考え方を取り入れた見直しを行う

ことにより、コスト縮減を図るとともに、

既設の消波ブロック等のリサイクルを推

進し、景観的にも良好な海岸づくりを推進

する。 

 

（モデルケースによる試算例） 

・簡易法枠工の採用により 

 掘削法面工事費 約６１億円→約３４億円 

（約４４％コスト縮減） 

 

（モデルケースによる試算例） 

・トータルコストで約５２億円→約４６億円 

（約１２％コスト縮減） 

 

（モデルケースによる試算例） 

・砂防ソイルセメントを用いることにより、 

約２８６百万円→約２３９百万円 

 （約１６％コスト縮減） 

 

（モデルケースによる試算例） 

・不透過ブロックで全面を覆い施工されていた人工

リーフについて、陸側を不透過ブロックに代え

て、他で不要となった消波ブロックをリサイクル

することにより、 

従来構造    １基あたり 約７．６億円 

 →見直し後の構造 １基あたり 約５．９億円 

           （約２０％コスト縮減）

 

 



○ダム事業に係る改革 
 

ダム事業に関しては、納税者及び利水者のコスト意識の高まり、国民の環境に対す

る意識の高まり、国・地方の財政状況の悪化、水需要の伸びの鈍化等の社会経済情勢

の変化等に伴う要請に積極的に応えるべく、事業マネジメントの徹底・透明性の確保、

より効率的な予算執行、コスト縮減の新たな取り組み、環境への配慮、既存ダムの活

用等の取り組みを通じて、ダム事業改革を推進する。 
 

・利水容量を活用した治水対策の推進 
 （事前放流に伴う損失補填の実施）新規 【再掲（P１２参照）】 

 洪水が発生するおそれがある場合において、利水容量を事前放流し、その後に利

水容量が回復せず利水者に実損が生じた場合、一定の基準に基づいて利水者の実損

失を補填 
 

・ダム再編の推進 
 ①洪水調節効果の高い地点のダムへの洪水調節容量の振り替えによる水系全体

の治水機能の向上、②利水効率の向上による水利用の安定化、③既存ダムの有効活

用等による事業費の大幅な縮減 等を目的としたダム間の容量振替を推進する 
【利根川上流ダム群再編事業 等】 
 

・既存ダムの有効活用の推進 
 既存ダムの活用により、洪水調節効果の増強による洪水リスクの軽減、水量回復

による河川環境の改善など治水機能等を向上 
【鹿野川ダム改造事業新規 等（Ｐ１８参照）】 

 

・事業マネジメントの徹底による工程・コスト管理の高度化 
○ 全国の直轄及び水機構のダムで工程・コス

トを統合管理するシステムの運用を開始 

・ 共通ＰＭツールを通じて、工程やコストに

関する情報を本省－整備局－事務所が共

有し、工程・コスト管理を徹底 

・ 年度途中におけるコスト縮減や追加ニー

ズ等の状況を的確に把握 

・上記を踏まえ、ダム間流用を適宜行うなど、

効率的な予算執行を実施 

ＰＭツールを用いた工程管理のイメージ 

 

・計画・設計・施工等あらゆる段階でのコスト縮減 
○ 平成１７年度から直轄及び水機構ダムでコスト縮減マネジメントシステムの運

用を開始 

・ 約 1,000 件のコスト縮減事例を収集分類したデータベースを構築（Ｈ１７実

施済） 

・ データベース化により、キーワード等を用いてコスト縮減事例を検索し、それ

らの事例を参考にした新たなコスト縮減の取り組みが可能に 

○ ダム事業におけるコスト構造改革を推進するため、原則全ての本体発注工事で

新たな入札契約方式の検討 等 

○ コスト縮減額等は、ダム間流用の弾力的実施などにより、ダム事業全体で有効

に活用 



 
６．政策評価及び個別公共事業の評価 

平成 14 年 4 月に「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（行政評価法）が施

行され、法律上の明確な枠組みに基づいて政策評価を実施。また、同法に基づき、国

土交通省政策評価基本計画を策定し、 

① 政策アセスメント（事前評価） 

新規施策について、必要性・効率性・有効性を厳しくチェックした上で施策を企

画立案 

② 政策チェックアップ（業績測定） 

国民の目から見てより分かりやすいものとなるよう、成果（アウトカム）で政策

を評価 

③ 政策レビュー（プログラム評価） 

国民の関心の高いテーマ等を選定し、政策の見直し、改善につながる総合的な分

析・評価を実施 

の 3 つの評価によるマネジメントサイクルを確立。 
 また、個別公共事業について、新規事業採択時評価、再評価、事後評価を実施。 

 
①政策アセスメント（事前評価）の概要 

 新規・拡充施策等について、必要性・効率性・有効性の観点から厳しくチェックし、

真に必要な施策を企画立案。例えば必要性の観点からは、目標と現状の乖離の把握や、

その原因分析・課題の特定を行い、具体的施策を提案。 
 
②政策チェックアップ（業績測定）の概要 

毎年度末を目途に、事業実施により国民等にどのような効果がもたらされるのかを

できるだけ直接的に表す業績指標（アウトカム指標）の測定を行い、指標と施策に関

わる現状を分析することにより、成果の進捗状況、課題や今後の方向性等を評価し、

その結果を予算等に反映。 
政策目標：水害等による被害の軽減 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現状分析施策の概要

必要性：
諸外国と比較して厳しい我が国の国土条件や社会

条件において、水害被害の軽減を図り、安全で安心
できる社会活動を支える必要がある。

指標：洪水による氾濫から守られる区域の割合
主な施策：河川整備、ダム等洪水調節施設の整備、

砂防設備の整備

約62%
（61.7%）

約59%
（59.1%）

約58%
（57.8%）

目標値実績値初期値

約62%
（61.7%）

約59%
（59.1%）

約58%
（57.8%）

目標値実績値初期値

指標：土砂災害から保全される戸数
主な施策：砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地

崩壊防止施設の整備

約140万戸約127万戸約120万戸

目標値実績値初期値

約140万戸約127万戸約120万戸

目標値実績値初期値

○洪水による氾濫から守られる区域の割合
H16の実績値は59.1%と目標達成に向けて概ね順

調に推移している。

○土砂災害から保全される戸数
H16の実績値は約127万戸であり、目標達成に向

けて概ね順調に推移している。

主な課題

今後の取組み

河川、ダム、砂防設備等の整備には計画から完成ま
で長時間を要することが多いため、施設整備途上に
おいてハード・ソフト一体となった減災体制の緊急的
な整備が必要である。

また計画規模を上回る洪水等による災害に対する体
制整備が必要である。

○できるだけ早期に安全度を高め、被害を最小化
する「減災」を図るため、多様な整備手法の導入
や既存施設の有効活用、危機管理体制の強化な
どを強力に推進する。

○本体工事中のダムや水害が頻発している地域
での河川改修に重点的・集中的な投資を行うとと
もに、箇所数を厳密に管理し、計画的・効率的な
施設整備を図る

○下水道事業と河川事業の連携による浸水対策
を重点的に推進し、床上浸水が慢性化している地
区における抜本的な浸水解消を図る。

【政策チェックアップの例】 



③政策レビュー（プログラム評価）の概要 

 既存施策について、国民の関心の高さ、政策課題としての重要度等の観点からテー

マを選定。第三者から助言等を求めながら、総合的に掘り下げた分析・評価を実施し、

今後の政策の見直し、改善につなげる。 
  ○政策レビュー河川局関係テーマ ※（ ）内はとりまとめ予定年度 

・ バリアフリー社会の形成（Ｈ17） 

・ プレジャーボートの利用改善（Ｈ17） 

・ 国土交通行政におけるテロ対策の総合点検（Ｈ17） 

・ 行政行動の改革（Ｈ１８） 

・ 直轄工事のゼロエミッション対策（Ｈ1８） 
 
④個別公共事業の評価 

 河川局所管事業について新規事業採択時評価や再評価等を実施し、公共事業の効率

的な執行及び事業実施における客観性・透明性を確保。 

 

（１） 新規事業採択時評価 

  「国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領」に基づき、以下のいず

れかに該当する事業について新規事業採択時評価を実施。 

 
 ①事業費を新たに予算化しようとする事業 

 ②ダム事業の実施計画調査費を新たに予算化しようとする事業 

 

（２） 再評価 

 「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」に基づき、以下のいずれかに該当す

る事業について再評価を実施。 
① 事業採択後一定期間（５年間）が経過した時点で未着工の事業 

② 事業採択後長期間（１０年間）が経過した時点で継続中の事業 

③ 準備・計画段階で一定期間（５年間）が経過している事業 

④ 再評価実施後一定期間（５又は１０年間）が経過している事業 

⑤ 社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業 

 

（３） 事後評価 

  「国土交通省所管公共事業の事後評価実施要領」に基づき、平成１５年度より本格

実施。 

 

（４） 評価結果の公表 

 原則として、年度予算の支出負担行為の実施計画が承認された後、評価結果等につ

いてインターネット等を通じて公表。ただし、個別箇所で予算内示をされる事業（ダ

ム事業等）については、概算要求書の財務省への提出時及び政府予算案の閣議決定時

に公表。 

（詳細については、http://www.mlit.go.jp/river/gaiyou/seisaku/index.html 参照） 

 

なお、上記（１）～（３）に係る評価に当たっては、費用対効果分析を含む総合的

な評価を行い、費用便益分析については、「治水経済調査マニュアル（案）」等に基づ

き実施。 

 

http://www.mlit.go.jp/river/gaiyou/seisaku/index.html


※事業の評価結果等 

Ⅰ． 新規事業採択時評価 
【ダム事業】（直轄） 

総便益
（億円）

420 703 400 1.8

木曽川水系
　連絡導水路
中部地方整備局

900 1,223
木曽川水系に同等の貯
水容量を確保した場合
の費用

鹿野川ダム改造
事業
四国地方整備局

浸水戸数：約8,000戸
浸水面積：約1,600ha

・肱川流域では、平成7年洪水では1,195戸
の浸水被害が発生したほか、平成16年台風
16号では戦後２番目の水位を記録し、574
戸の浸水被害が発生するなど、過去10年間
に5回の浸水被害が発生している。
・当該事業を含む河川整備計画の実施によ
り、基準点大洲において戦後最大規模の洪
水（5,000m3/s)を調節し、安全に流下さ
せ、洪水被害を軽減させることが出来る。
・あわせて、基準点大洲において、渇水時
の流量を冬期以外概ね6.5m3/s、冬期概ね
5.5m3/s確保することにより、渇水被害を
軽減させることができる。

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価
事業主体 便益の主な根拠

事 業 名
総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）

（億円）

943 1.3

・渇水被害が頻繁に発生している木曽川水
系において、異常渇水時に徳山ダムの渇水
対策容量に貯留した水を利用し、木曽川及
び長良川に緊急水の補給を行い、異常渇水
時の愛知県等における渇水被害を軽減する
ことができる。
・徳山ダムで開発した都市用水のうち愛知
県及び名古屋市に係る水量を取水口のある
木曽川へ導水し、都市用水を安定的に供給
することができる。

※費用便益分析の費用は、木曽川水系連絡導水
路事業に係る治水負担分と徳山ダム建設事業の
渇水対策容量（揖斐川分を除く）に係る費用等
を合算したもの。

 
【砂防事業等】 
（地すべり対策事業（直轄）） 

総便益
（億円）

183 240 183 1.3

費用
（Ｃ）

（億円）

直轄地すべり対
策事業（芋川地
区）
北陸地方整備局

保全人家戸数　249戸
想定被害面積　761ha

平成16年10月の新潟県中越地震では地すべ
りの多発による大規模な災害が発生した。
流域内に多量に残存する不安定土砂の安定
化を図り、土石流及び河道閉塞の発生を防
止することにより、流域内及び下流域の集
落等が保全され、地域の復興に資すること
ができる。

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価
事業主体 便益の主な根拠

事 業 名
総事業費
（億円）

便益（Ｂ）

 
 
Ⅱ． 再評価 

再評価実施個所数 再評価結果 

  続 事 業 区 分 5 年未

着工 

10 年

継続中

準備計

画 5 年

再々

評価
その他 計 

継

 

 
うち継続見直し 

中止 
評価手

続き中

直轄・機構事業 1 0 0 ２ 1 4 4 0 0 0 

補助事業等 0 0 0 ８ 5 １3 8 1 1 4 ダム事業 

合 計 １ 0 0 １０ 6 １7 12 1 1 4 

 

○中止事業の再評価結果等【補助事業】 

総便益
（億円）

その他 445 367 306 1.2

・昭和33年に300戸の浸水被害が発生したほ
か、その後も平成16年まで6度の洪水被害を
受けている。
・中村ダム地点で計画高水流量485m3/sのう
ち300m3/sの洪水調節を行う。
・中村川の河川正常流量は利水基準点で
0.897m3/sを必要とするが、過去10年間でこ
の流量を満足できない年が9年間発生してい
る。
・地質調査結果にもとづき地滑り対策工を
検討した結果、ダムの総事業費が増大し、
その結果、治水対策の方法では河道改修及
び遊水池による案の方が有利となったた
め。

中止
中村ダム建設事業
青森県

浸水戸数：672世帯
浸水面積：173ha

費用
（Ｃ）
（億円）

Ｂ／Ｃ該当基準
総事業費
（億円）

便益（Ｂ）

便益の主な根拠

事 業 名
事業主体

その他の指標による評価 対応方針

 



 
 
 

７．新たな行政課題に対する調査検討（行政部費） 

 

○渇水調整方策検討 

近年の少雨化傾向により、開発水源を加味した新たな渇水調整ルールについて検討して

ほしいとの利水者からの要望があり、また「木曽川水系における水資源開発基本計画」（平

成１６年６月）等においても、各利水者の水資源開発水量等を適正に反映した都市用水等

の水利用調整の有効性等を検討し具体化を図ることとする内容が閣議決定。よって、様々

な渇水調整のパターンのシミュレーションを行い、その結果を踏まえて新たな渇水調整の

方策について調査及び検討を実施。 
 
 
○都市部における洪水はん濫流の挙動解析等検討 

都市内において、住民が迅速かつ的確に避難するためには、都市内の建築物その他の構

造物を考慮したはん濫流の挙動を解析してはん濫流予測を行い、その結果を避難計画等に

反映させることが極めて重要。本検討ではこれらを考慮したはん濫の挙動について解析を

行い、個別の都市施設毎に避難行動に及ぼす影響について検討し整理。また、はん濫流を

減勢し、拡散を制御するための都市施設の配置による防災対策の考え方を整理し、水害に

強いまちづくりガイドラインを作成。 
 
 
○河川における特定外来生物等対応技術検討 

河川における効果的な外来植物の防除ならびに在来種等による緑化に向けた具体的な

技術や手法を検討し、河川における外来植物の取扱いに関する指針を作成することにより、

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」の円滑な施行に資すると

ともに、河川法の目的である河川環境の整備と保全をより一層推進。 
 
 
○河川における亜鉛対策等に関する検討 

平成 15 年 11 月に亜鉛について環境基準化され、水域類型指定の議論が開始されてい

るが、河川における亜鉛の挙動や河川生態系への影響については不明であり、河川におけ

る亜鉛対策の前例もない。そこで、河川における亜鉛の挙動や河川生態系への影響につい

て実態調査を行った上で、亜鉛の対策手法について検討。 
 

 

○洪水予測システムの精度向上に関する調査 

中小河川においては洪水予測システムが確立できていないため、洪水予報を実施でき

ていない。そのため、中小河川洪水予測システムのプロトタイプを確立し、都道府県へ

提供することで、洪水予報空白域における洪水予報河川の指定を拡大、災害時の住民の

より的確な避難等被害軽減に必要な情報を充実。 
 
 
○首都直下地震交通対策プラン調査検討 

国土交通省所管の各交通機関の震災対策とその実施箇所をとりまとめるとともに、災

害発生時の交通シミュレーション調査等を実施して各交通ネットワークの連携及び災害

時の情報提供方法について検討し、首都直下地震交通対策プランを策定。 
 



 

８．税制関係 

○特定都市河川流域における雨水貯留浸透施設に係る特例措置の延長 

                           【固定資産税】 

 特定都市河川浸水被害対策法（以下「法」という。）に基づき指定された特定都

市河川流域内において法第９条の規定に基づく都道府県知事等の許可を要する雨

水浸透阻害行為に伴い、その対策工事として設置される雨水貯留浸透施設の償却資

産部分については、固定資産税の課税標準を１／２に軽減する特例措置を2年間延

長する。 

                                          

 

                 

許可を要する雨水浸透阻害

行為の対策工事により設置

される雨水貯留浸透施設に

係る課税基準 

 

                                   

                                     
１／２に軽減

【雨水貯留浸透施設の設置例】

○高規格堤防整備に伴う代替家屋に係る特例措置の延長 【不動産取得税】 

 高規格堤防整備事業に使用された土地の上に建築されていた家屋について移転

補償金を受けた者が、高規格堤防特別区域の公示のあった日から２年以内に当該土

地に従前の家屋に代わる家屋を取得した場合、代替家屋に係る不動産取得税の課税

標準から従前の家屋の価格を控除する特例措置を２年間延長する。 

 

 

 

 

 

 

 

従前家屋 

代替家屋 

工事のため仮移転 

事業に使用された土

地に代替家屋を取得

事業に使用された土地に代替家屋を取得

した場合に係る不動産取得税の課税標準

不動産取得税の課税標準＝ 
代替家屋の価格－従前家屋の価格

○土砂災害の発生のおそれがある区域からの移転に伴い取得する住宅又  

 は住宅用地に係る特例措置の延長          【不動産取得税】 

  土砂災害特別警戒区域内にある住宅の移転を促進するため、補助（がけ地近接等

危険住宅移転事業）を受けて当該区域外に新たに取得する住宅又は住宅用地につい

ては、不動産取得税の課税標準を４／５に軽減する特例措置を２年間延長する。  

                          

特別警戒区域外に住宅又は住

宅用地を取得した場合に係る

不動産取得税の課税標準 

４／５に軽減



 

改 善 策 現 状 と 課 題 

９．豪雨災害対策緊急アクションプラン（平成１６年１２月１０日）の実施状況 

 
 
 

局所的降雨予測データを用いた中小河川

の洪水予測の高精度化（１０分間隔） 

送り手情報から受け手情報への転換を通じた災害情報の提供の充実

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平常時からの防災情報の共有の徹底 

迅速かつ効率的な防災施設の機能の維持向上

市町村毎に避難勧告の判断の基準の作成

水防法を改正し主要な中小河川において

ハザードマップの作成・公表の義務付け

土砂災害警戒区域の指定の全国展開と土

砂災害ハザードマップの作成・公表の義務

付け

全国で航空レーザー計測を行い各河川の

安全度を調査・評価・公表 

市街地等を流れる区間で堤防の質的強化

を実施

事前放流などダムの機能をより有効に活

用できるよう操作ルールを変更  

洪水時等の情報は、「河川の水位が○○ｍ」な

ど河川管理者側の情報で、住民に実感がない

被災経験の減少などにより市町村の避難勧告

の判断が遅れた 

浸水想定区域図の作成は大河川が中心 

土砂災害警戒区域の指定は２県で２１３箇所と

わずか 

中小河川は事業実施区間の流下能力の把握の
みで水系全体の安全度が十分に把握されてい
ない 

堤防は計画高水位を基準に必要な断面の確保

（量的整備）を優先 

ダムの操作ルールは、計画に基づき、洪水調節

と利水容量を区分して管理することが基本 

ハザードマップの作成・公表は３６１市町村のみ 

氾濫域の浸水情報や土砂災害の前兆現

象の情報を実感できる情報として提供 

水防法を改正し主要な中小河川において

浸水想定区域図の作成・公表の義務付け

水防法を改正し避難勧告の目安となる特

別警戒水位を設定し、情報の提供 

避難行動等に有効な洪水予測情報は大河川

のみ（１時間間隔） 

 地域の防災対応力の強化 

大規模な地下空間の管理者等に対して、

洪水時の避難確保計画の作成を義務化 

災害時要援護者の円滑な避難行動支援

のための仕組みの整備  

 
 
 

災害時の情報伝達に、災害時要援護者に対す

る配慮がない  

特定都市河川法では、地下空間管理者に対し、

避難確保計画の策定・公表は努力義務 



平成１７年度末の実施見込み 改 善 目 標 等 
 
 
 
 
 
 
 

昨年度に作成したガイドラインに基づき

モデル河川で判断基準を作成 
全国の市町村で避難勧告判断基準を作成 

Ｈ２１年度までに一級水系約900河川で整備 ガイドラインの作成。全国で試行。 

 
 
 
 
 

約１０００河川（水位情報周知河川） Ｈ２１年度までに約２０００河川 

利根川で試行（氾濫域の浸水情報） 

Ｈ１９年度までに約400市町村で提供

Ｈ１９年度までに全ての直轄河川で試行

１５６市町村で土砂災害情報の提供 

 
 
 
 
 
 

ハザードマップは４３４市町村で公表済

み、更に約９０市町村で公表予定 

Ｈ２１年度までに浸水想定区域は 
約２２００河川を公表

Ｈ２１年度までにハザードマップは 
約１８００市町村で作成 

浸水想定区域は２６２河川で公表済

み、更に約２２０河川で公表予定 

 
 
 

Ｈ２１年度までに約６０００箇所（近年災害の発

生した箇所等）を指定 
約１０００箇所（近年災害の発生した箇

所等）を指定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

直轄河川で約6,000kmの詳細点検、 
中小河川で約7,700kmのカルテを作成

航空レーザー計測を約２万km2実施

モデル河川で安全度について調査・評

価・公表 

直轄・水機構の延べ２６ダムで事前放

流を実施 

Ｈ１９年度までに全ての一級水系河川に係わる

約１２万km2実施 
全国の河川の安全度について調査・評価・公表

Ｈ２１年度までに直轄河川約10,000km実施、

中小河川はカルテを作成し順次実施 

直轄・水機構の全てのダムについて事前放流

等の検討後適宜実施 

 
 
 
 

引き続き市町村の避難マニュアルの作成を 
支援 

「災害時要援護者の避難支援ガイドラ

イン」を作成しモデル市町村で避難マ

ニュアルの作成を支援 

引き続き避難確保計画の作成を支援 大阪市・名古屋市等において２９施設

で避難確保計画を作成 



（参考資料） 

１．災害に対して非常に脆弱な国土構造         

 
○我が国においては、国土面積の約１割にすぎない洪水氾濫区域に、５割の人口、４分の

３の資産が集中。ひとたび洪水が発生すれば、被害は深刻なものとなる。 
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   【日本の国土利用状況】 
 
○日本の河川は急勾配なため、大雨が降れば上流から下流へと一気に流れ大きな被害をも

たらす。 

 

常願寺川 

コロラド川

メコン川 
北上川 

信濃川

セーヌ川 

河口からの距離

【わが国と諸外国の河川勾配比較】 
 
○日本の都市の大部分は、洪水時の河川水より低いところにあり、洪水の被害を受けやすい。 
 

 
 
 
 
 

 



○ 治水施設の整備等により浸水面積は減ってきているが、都市化の進展により一般資産被

害が増大。 
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注３）国土交通省河川局「水害統計」より
注４）平成１６年は速報値である。
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○１時間に50mmや１００mmを超す集中豪雨が増加傾向にある。 
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○長期的に見ると少雨と多雨の変動が増大（治水上も利水上もリスクが増大）。 
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【日本の年降水量の経年変化】 

 
出典：「日本の水資源」（国土交通省土地・水資源局水資源部） 

に河川局が加筆  
 
○毎年約１，０００件もの土砂災害が発生しており、平成１７年は、全国４０都道府県で

８１４件の土砂災害が発生した（１２月３１日現在）。依然として土砂災害は多発して

おり、土砂災害対策に対する備えが急務となっている。 

 
最近の土砂災害の発生件数
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○我が国は、世界に占める国土面積は、0.25％であるにもかかわらず、マグニチュード６

 



以上の地震回数は22.9％、活火山数は7.1％にものぼる地震・火山大国である。毎年約

２０程度の火山活動を示すなど、活発に活動しており、火山噴火に伴う土砂災害対策へ

の備えが急務となっている。 
【年別の火山活動状況】  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○いつ発生してもおかしくないと言われる東海地震や今世紀前半にも発生するおそれがあ

るとされている東南海・南海地震などの海溝型巨大地震や、発生すると甚大かつ広域の

被害が想定される首都直下地震等の大都市を襲う直下型地震に備えるため、既存の施設

を活用して、緊急的に防災機能を確保することが必要となっている。 

 

宮城県沖 

M7.5 ９９％ 

根室沖 

M7.9 ３０～４０％ 

南海 

M8.4 ５０％

東海 

M8.0 ８６％ 

東南海 

M8.1 ６０％

南関東直下 

M6.7～7.2 ７０％ 

三陸沖～房総沖 

津波型M8.2 ２０％ 

※ 地震調査研究推進本部発表を基に河川局にて作成 

今後３０年以内の地震発生確率と規模

〔過去の主な海溝型地震による被害〕 
1703 年 元禄地震(Ｍ8.1)    死者 約 10,000 人 

1707 年 宝永地震(Ｍ8.6)    死者 5,049 人 

1854 年 安政東海地震(Ｍ8.4) 安政南海地震(Ｍ8.4) 死者 2,658 人 

1896 年 明治三陸地震津波(Ｍ8 1/2)   死者 約 22,000 人 

1923 年 関東大震災(Ｍ7.9)    死者 約 142,000 人 

1933 年 昭和三陸地震津波(Ｍ8.1)   死者 3,064 人 

1944 年 昭和東南海地震(Ｍ7.9)   死者 1,251 人 

1946 年 昭和南海地震(Ｍ8.0)    死者 1,330 人 

○今冬の記録的な大雪により雪崩等による災害発生の危険が高まっている。平成１８年１



月１６日現在で雪崩の発生件数が４３件で、その内集落雪崩（人家周辺の雪崩）が１５件

発生しており、厳重な注意が必要となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※発生件数：河川局砂防部調べ 
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死者・行方不明者（集落雪崩）
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２．平成１７年に発生した水害・土砂災害の特徴 

 

○全国各地で甚大な被害が発生 
 平成１６年の度重なる台風の来襲に引き続き、平成１７年も台風１４号の影響による首

都圏の時間雨量１００ｍｍを超える集中豪雨や、九州地方の連続雨量１，０００ｍｍを超

える大規模降雨などにより、各地に甚大な被害が発生。 

平成１７年の水害・土砂災害による死者・行方不明者数は 41 名、住家被害は 32,581

棟（床上浸水以上 15,479 棟、床下浸水被害 17,102 棟）。 

 
○平成１６～１７年の大規模水害等発生状況  

 

被災原因 時期
死者・行方
不明者数

床上浸
水以上

床下浸
水

北陸地方等の大雨 6/27～30 1 179 559
平成１７年７月１日からの
梅雨前線による大雨

7/1～7 5 98 2,602

平成１７年７月８日からの
梅雨前線による大雨

7/8～10 6 82 333

台風第７号 7/25～27 0 2 0
台風第１１号 8/25～26 0 40 74
台風第１4号と豪雨 9/5～9 29 15,078 13,534
合計 - 41 15,479 17,102
※消防庁調べ（平成１７年１０月３１日現在）

 

 

 

うかわ さばいし

香川県：高潮
平成１６年８,９月（台風１６,１８号）

広島県・岡山県・
兵庫県：高潮
平成１６年８,９月（台風１６,１８号）

静岡県：巴川
平成１６年６月（集中豪雨）

徳島県：吉野川・那賀川
平成１６年６、７、８、１０月（台風６，１０，１６、２３
号）

福井県：足羽川
平成１６年７月（福井豪雨）
時間最大雨量：８７mm

新潟県：刈谷田川・五十嵐川
平成１６年７月（新潟・福島豪雨）
時間最大雨量：５８mm

熊本県：球磨川
平成１６年８月（台風１６号）

鹿児島県：肝属川
平成１６年８月（台風１６号）

愛媛県：肱川
平成１６年８月（台風１６号）

高知県：
渡川水系・仁淀川水系
平成１６年７月（台風１０号）

宮崎県：五ヶ瀬川・
小丸川・大淀川
平成１６年８月（台風１６号）

三重県：宮川・銚子川等

平成１６年９月（台風２１号）

静岡県：狩野川
平成１６年１０月（台風２２号）

東京都･横浜市等：
地下駅等への浸水
平成１６年１０月（台風２２号）

愛媛県：新居浜市等
平成１６年９月（台風２１号）

三重県：新宮川水系
平成１６年８月（台風１１号）

香川県：高松市・丸亀市等
平成１６年１０月（台風２３号）

兵庫県：加古川水系
淡路島等
平成１６年１０月（台風２３号）

兵庫県：円山川水系
平成１６年１０月（台風２３号）

兵庫県：揖保川水系
平成１６年９月（台風２１号）

京都府：舞鶴市等
平成１６年１０月（台風２３号）

大分県：大分川・番匠川水系
平成１６年１０月（台風２３号）

みやな が ら

岐阜県：長良川・宮川
平成１６年１０月（台風２３号）
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福井県：足羽川
平成１６年７月（福井豪雨）
時間最大雨量：８７mm

新潟県：刈谷田川・五十嵐川
平成１６年７月（新潟・福島豪雨）
時間最大雨量：５８mm

熊本県：球磨川
平成１６年８月（台風１６号）

鹿児島県：肝属川
平成１６年８月（台風１６号）

愛媛県：肱川
平成１６年８月（台風１６号）

高知県：
渡川水系・仁淀川水系
平成１６年７月（台風１０号）

宮崎県：五ヶ瀬川・
小丸川・大淀川
平成１６年８月（台風１６号）

三重県：宮川・銚子川等

平成１６年９月（台風２１号）

静岡県：狩野川
平成１６年１０月（台風２２号）

東京都･横浜市等：
地下駅等への浸水
平成１６年１０月（台風２２号）

愛媛県：新居浜市等
平成１６年９月（台風２１号）

三重県：新宮川水系
平成１６年８月（台風１１号）

香川県：高松市・丸亀市等
平成１６年１０月（台風２３号）

兵庫県：加古川水系
淡路島等
平成１６年１０月（台風２３号）

兵庫県：円山川水系
平成１６年１０月（台風２３号）

兵庫県：揖保川水系
平成１６年９月（台風２１号）

京都府：舞鶴市等
平成１６年１０月（台風２３号）

大分県：大分川・番匠川水系
平成１６年１０月（台風２３号）

みやな が ら

岐阜県：長良川・宮川
平成１６年１０月（台風２３号）

○平成１７年の主な災害による死者・行方不明者等 

宮崎県：五ヶ瀬川・ 
小丸川・大淀川 
平成１７年９月 

（台風１４号） 

愛媛県：肱川 
平成１７年９月（台風１４号） 

鵜川・鯖石川（柏崎市） 
平成１７年７月（集中豪雨）

東京都・埼玉県・ 
神奈川県等 
平成１７年９月（集中豪雨）

直轄

直轄・都道府県管理

都道府県管理

平成１６年発生災害

平成１７年発生災害

直轄

直轄・都道府県管理

都道府県管理

直轄

直轄・都道府県管理

都道府県管理

平成１６年発生災害

平成１７年発生災害

平成１６年発生災害

平成１７年発生災害



 
（１）台風１４号 

○概況 

台風１４号は広い暴風域を維持したまま９月６日１４時頃長崎県諫早市付近に上陸、九

州地方北部を通過して６日夜には山陰沖に抜け、速度を速めながら日本海を進み、７日夜

には北海道に再上陸、８日朝にオホーツク海に抜けた。特徴等は次のとおり。 

① 広い暴風域を維持したままゆっくりとした速度で進んだ 

② 長時間にわたって暴風、高波、大雨の状態が続いた 

③ 九州地方と四国地方では降り始めからの雨量が９月の月間平均雨量の２倍を超え

る記録的な大雨となった。（宮崎県南郷村神門では1,321mm） 

 

     

《台風１４号の進路と勢力》 
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《台風１４号による総雨量の分布》
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台風１４号は山陰沖に抜けるまで勢力
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進行。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台風の暖かい湿った暴風が、九州
山地東部及び四国山脈南部で上昇
気流となり、発達した雨雲が長時間
継続。

台風の暖かい湿った暴風が、九州
山地東部及び四国山脈南部で上昇
気流となり、発達した雨雲が長時間
継続。

《被害状況》 

 

【大淀川水系大谷川の越水による浸水状況 【五ヶ瀬川の越水状況（宮崎県延岡市）】
（宮崎県宮崎市）】

【鹿児島県垂水市新城小谷の土石流】 【大分県湯布院町下湯平の土石流】 



○治水施設の効果 

◇ダムによる洪水調節効果 

 台風１４号において九州及び四国地方の洪水調節機能を有する既設ダムは大きな治水効

果を発揮した。中でも吉野川水系早
さ

明浦
め う ら

ダムでは管理開始以来２番目の記録となる最大5,

640m3/sの流入量を記録したが、２日間に渡り約２億4800万ｍ３を貯め込み下流の水位

を最大５．２ｍ低減、被害軽減に大きな効果を発揮した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇河川改修による被害軽減効果 

 平成９年、１１年の洪水で大きな被災を受けた肝属
きもつき

川
がわ

水系肝属
きもつき

川
がわ

波
は

見
み

地区では、床上浸

水対策特別緊急事業により完成した波見水門（H15完成）が効果を発揮し、平成９年洪水

を上回る大雨であったにも関わらず、床上浸水戸数、浸水面積を大幅に軽減。 

 

 

 

 

 

 

 

◇砂防施設による被害拡大防止 

 集中豪雨等により多くの土砂災害が発生した一方で、砂防設備により、上流で発生した

土石流や流木を捕捉し、被害の拡大を未然に防ぐことができた。 
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約5.2mの水位低減効果

ダム無し推定水位 13.34m▽

▽ 今回の水位 8.17m

出水前  

貯水率0% (9月5日9時頃) 貯水率100% (9月7日9時頃)

出水後 

■浸水面積
平成９年 ２９０ha
平成17年 ９４.５ha

平成9年洪水の浸水範囲

波見水門

平成17年洪水の浸水範囲
■浸水面積
平成９年 ２９０ha
平成17年 ９４.５ha

平成9年洪水の浸水範囲

波見水門

平成17年洪水の浸水範囲

肝属川⇒
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既設砂防えん堤が土石流等を補足し、 

被害を未然に防止（熊本県阿蘇郡小国町）

保
全
対
象 



 

（２）台風１４号に伴う首都圏集中豪雨 
○概況 
 ９月４日夕方から５日未明にかけて、台風周辺から前線に向かって暖かく湿った空気が

流れ込み、関東地方で大気の状態が不安定となり、関東地方の南部で雨雲が急速に発達し

たため、東京都と埼玉県では局地的に河川整備目標である時間雨量 50mm を大きく超え

る時間雨量 100mm 以上の雨を観測。浸水被害軽減のため、環状七号線地下調節池の工事

中区間を緊急的に活用したものの、杉並区、中野区において約 3,700 戸の浸水被害が発

生。 
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環
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第
二
期
事
業

第
一
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事
業

しもいぐさ

浸 水 区 域浸 水 区 域

半地下ビルの浸水状況 

（杉並区和田広橋付近） 

環状七号線地下調節池の内部

＜第１期事業（L=2.0km Ｈ９供用）＞ 

操作規則に則り貯留を開始し、 

容量（約２４万ｍ３）一杯まで貯留 

＜第２期事業（L=2.5km H17暫定供用）＞ 

供用前のトンネルを緊急的に活用し、 

約１８万ｍ３を貯留 妙正寺川の増水に伴う護岸被災状況

（中野区北原橋付近） 



３．新潟県中越地震における復旧状況                

 

平成１６年１０月２３日に、新潟県川口町において阪神・淡路大地震以来の最大震度７

を観測し、旧山古志村（長岡市）において大規模な河道閉塞が発生した。同１１月５日、

国土交通省では、新潟県からの要請を受け緊急的に直轄砂防災害関連緊急事業で実施する

ことを決定した。 

現在、芋川では、2 箇所の大規模な河道閉塞（寺野地区、東竹沢地区）を含む１１箇所

について、国が直轄砂防事業を実施しており、寺野地区、東竹沢地区については、地すべ

り土塊の再移動を防止することを目的に、下流に砂防えん堤を施工中。 

寺野地区 東竹沢地区 
 

 

芋川 

H16.10.28撮影

 

芋川

地震発生の翌々日、地すべり土塊が芋川
を閉塞している状況。

H16.10.25撮影

 

 

 

 

H17.10.12撮影 
 

芋川（地震後に設置した排水路）

H17.9.15撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芋芋川川  

芋芋川川  

芋芋川川  

完成イメージ 完成イメージ 



 
 

４．大規模降雨災害対策検討会による提言【平成１７年１２月２６日】 

 
これまでの水害・土砂災害対策とまちづくり 

・これまでは治水・砂防関係施設の整備により、洪水氾濫や土砂災害そのものを発

生させないための対策を推進 

・これにより、さまざまな土地利用を可能にする一方、水害・土砂災害対策とまち

づくり等の連動は薄れてきたきらい 

近年の治水をとりまく状況 

・気候変動等の影響により、集中豪雨等による被害が増加し、この傾向は今後も続

く見込み 

・限られた投資余力の中で、施設整備には時間がかかり、施設の整備途上で被災 

・高齢化社会の到来等により、氾濫した場合の備えがますます必要 

 

 

 

 

○災害を受ける側が自らの生命や財産を守れるようにすることが重要 

 ○従来からの河川行政による対策だけでなく、まちづくりや住まい方、個々人

の対応を含め、関係する様々な主体（都市計画、住宅、公園、下水道、道路

等）により、総合的に取り組むことが重要 

 

これまでの対策に加え新たに展開

氾 濫 等 が 発 生 し た 場 合 で も 洪 水 氾

濫域等で被害を最小化する対策 

あわせて洪水氾濫や土砂災害その

ものを発生させない対策 

これまでの水害・土砂災害対策 

基 本 的 認 識 

 

 

氾濫等が発生している状況においても、できるかぎり人命を守ること、社会機能

の継続・早期回復を図ることを主眼におき、以下のような地域形成を目指す 

 ①氾濫時等も被害にあいにくい住まい方等へ転換する     

 ②氾濫流制御施設により洪水氾濫等のエリアを拡大させない  

・被害拡大の防止 ・早期排水などの容易な復旧 

・確実な避難のための避難者の少数化 

 ③確実かつ円滑な避難を可能にする             

 ・氾濫時等にも機能する避難場所、避難路の確保 

 ・確実な避難誘導のための情報作成・発信・流通 

 ④救援・復旧・復興を効果的に行えるようにする       

 ・氾濫時等における基礎的公共施設、ライフライン等の機能維持 

 ・氾濫時等にも機能する浸水等しない救援路、復旧路の確保 

○氾濫域等における対策を効果的に進めるため、浸水被害を受けない高さの

基準を共有 
 

氾濫時等被害最小化策が目指すもの 

 

 

治水施設等の整備と氾濫時等被害最小化策としての施設整備は、被害軽減効果、コ

スト、実現可能性、事業スピード等、施設の整備途上も含めた時間軸を入れた効果

を評価し、最適バランスで整備 

 

氾濫時等被害最小化策と治水施設等の整備との関係 

 

市町村、河川管理者、砂防関係事業者及び各施設管理者等の関係機関が共同して、

具体的な対策内容と危機管理行動計画をとりまとめ 

（地域防災計画や各種地域計画に反映） 

氾濫時等被害最小化策の進め方 



 

 

 

１．被害にあいにくい住まい方への転換        

（１）まちづくりと連動した被害最小化策の推進 

    ハザードマップ等の内容を都市計画に反映／災害危険区域等の土地利用規制 

（２）浸水に強い建築構造等への誘導 

    ピロティー化、止水壁の設置 

（３）浸水被害を想定した機器等の配置、施設の利用 

（４）浸水時における危険物の流出防止 

（５）止水板・土嚢等の常備への誘導 

（６）個々の地域の危険度が実感できる情報提供 

    市街地での氾濫危険水位の表示／ハザードマップの充実  

（７）現況の治水施設能力を考慮した地区毎の危険度の公表 

２．被害エリアの拡大を防止するための氾濫流制御   

（１）被害エリアの拡大を防止するための氾濫流制御施設の整備 

    二線堤の整備／鉄道、道路等の活用 

（２）氾濫した場合の排水体制の強化 

    排水ポンプ車等の資機材の緊急的な調達・相互融通 

３．迅速かつ確実な避難・救援の実現         

（１）氾濫時等にも機能する避難場所の確保 

    総点検による見直し／近隣のビルや道路（サービスエリア等）の利用 

（２）氾濫時等にも機能する避難路・救援路の確保 

    総点検による見直し／高架道路への緊急時のアクセス確保 

（３）集落の孤立化への対応 

    生命線となる重要交通網の土砂災害対策／情報連絡網の整備 

    防災上重要な施設（市町村役場、医療関係施設、避難場所）の保全 

（４）確実な避難誘導のための情報提供 

    ①警戒避難に関する正しい知識の取得 

    ②洪水発生時に注意を要する箇所等の危険情報の提供 

    ③受け手にとってわかりやすいハザードマップの充実 

     形態別に浸水想定区域を表示／住民がとるべき行動を記載 

    ④浸水センサーの設置、浸水モニター制度の導入による氾濫域の浸水情報の

収集 

    ⑤土砂災害に対する避難勧告の客観的な発令基準の設定 

     地域防災計画に反映／アドバイザー制度の創設 

    ⑥土砂災害の発生予測情報や前兆現象等の提供による自主避難の支援 

    ⑦多様な手段を活用した情報提供の実施 

（５）危機管理行動計画の策定 

４．復旧・復興も考慮した施設機能の維持       

（１）氾濫時における基礎的公共施設、ライフラインの機能維持 

（２）氾濫時等にも機能する救援路、復旧路の確保 

５．氾濫時等を想定した治水・砂防関係施設の整備等  

（１）土地利用規制と一体的に実施する治水・砂防関係施設の整備 

（２）総点検に基づく河川管理施設の弱点箇所に対する対策の実施 

（３）河川と下水道の貯留施設等の最適運用 

（４）砂防関係施設の整備の重点化 

    災害時要援護者関連施設、避難所の安全確保対策等 

（５）台風進路予想等を踏まえた事前の危機管理体制の確立 

（６）大規模斜面崩壊への危機管理体制の確立 

具 体 的 施 策 



５．ゼロメートル地帯の高潮対策検討会による提言 

【平成１８年１月１７日】 

１２００人以上の死者を出した昨年８月のハリケーン・カトリーナに

よる米国ニューオーリンズでの大規模な高潮災害を踏まえ、わが国のゼ

ロメートル地帯の高潮対策のあり方について専門的な見地から検討を行

い、提言としてとりまとめ。 

これまでの高潮対策 

高潮対策を取り巻く昨今の状況

・防護施設の老朽化の進行、耐震性の不足  

・整備水準を超える高潮の発生、高潮と洪水による複合災害の発生の懸念 

・長期的には地球温暖化、台風の強大化の懸念  

 

・４００万人以上が居住し、わが国の中枢機能を担う三大湾のゼロメート

ル地帯が一旦大規模浸水したとすれば、社会経済への打撃は膨大 

・わが国の存立が懸かっているという点で「国土防衛」として認識した危

機管理対策が重要 

ゼロメートル地帯のこれまでの高潮対策と昨今の状況 

・三大湾のゼロメートル地帯においては、伊勢湾台風級の台風を想定し

ハード整備を中心とした高潮対策を展開 

・伊勢湾台風以後、甚大な災害はなく、高水準の安全性を前提とした経

済社会活動が展開している背景を踏まえると、これまでの高潮対策は

計画規模と進捗の度合いを総合的に勘案すれば概ね適切  

①これまでの高潮計画に沿って浸水防止に万全の対策を講じるため、防護

施設の着実な整備及び信頼性の確保に最も重点を置くものの、 

②不測の事態に備え大規模な浸水を想定した場合の被害最小化対策を講

じること 

ゼロメートル地帯の今後の高潮対策の基本的方向 

進め方 

三大湾以外のゼロメートル地帯についても、土地利用、人口・資産の集中の度合

い等を勘案して、適切な対策が採られることを期待  

・被害最小化対策は区市町村等様々な主体が実施。海岸・河川行政を担当

する国・都府県はイニシアチブをとって適切に関与 

・区市町村、海岸・河川管理者及び各施設管理者等の関係機関が共同して

具体的な対策内容と危機管理行動計画をとりまとめ 



 

・高潮防護施設の外力に対する構造的な耐力の評価／維持管理点検手法の高

精度化 

・沿岸域の防災に関わる制度面（税制、保険制度を含む）等の各種調査研究

（１）浸水区域の最小化 

①浸水区域の拡大を防止するための浸入水制御 

二線堤の整備／道路・鉄道の盛土部分、河川堤防等の活用 

②浸水した際の速やかな排水の確保 

③高潮防護施設の迅速な復旧の確保 

（２）浸水時でも被害に遭いにくい住まい方への転換

①個々の地域の危険度が実感できる情報提供 

高潮ハザードマップ作成促進／市街地内での水位情報表示 

②まちづくりと連動した被害軽減策への誘導 

無対策のまま居住しないよう災害危険区域の指定等の実施 

③個人や事業者等による浸水被害の備えへの誘導 

（３）迅速かつ確実な避難・救援の実現

①浸水時にも機能する避難場所・避難路の確保 

②的確な避難誘導のための情報提供 

③危機管理行動計画の策定等 

（４）迅速な復旧・復興を考慮した施設機能の維持等

①ライフライン等の浸水時における機能維持 

②港湾等における適切な係留船等の管理による流出防止 

③臨海部における有害物質の流出防止 

① 防護施設の着実な整備 

堤防護岸の老朽化・耐震対策、スーパー堤防の整備 

② 防護施設の信頼性の確保 

堤防護岸の耐震性、老朽化の再点検／緊急対策が必要な箇所を計画的整備

③ 平時の管理体制の強化 

４．高潮災害に関する更なる安全に向けての検討課題 

３．高潮防災知識の蓄積・普及 

２．大規模浸水を想定した被害最小化対策 

推進すべき具体的施策  

１．これまでの高潮計画に沿って浸水を防止するための万全の対策  



６．森林の水源涵養機能について         
わが国の森林面積は国土面積の約７割を占め、過去 100 年間で大きな変化はなく、そ

の比率は、欧米に比べ高い。こうした豊かな森林が存在しているにもかかわらず洪水や渇

水が頻発している。 

森林の洪水緩和機能については、中小洪水に一定の効果を有するものの、治水計画の対

象となるような大雨の際には、森林域からも降雨はほとんど流出する（昨夏に全国各地で

発生した集中豪雨や台風では、樹木を巻き込んだ山崩れが多数発生しており、このような

場合には、森林の洪水緩和機能は望むべくもない）。 

一方、水利用の観点からは、森林の増加は樹木からの蒸発散量を増加させ、むしろ、渇

水時には河川への流出量を減少させる場合がある。 

日本学術会議※答申(平成13年11月)において、森林の多面的な機能を評価する一方で、

以下のとおり、森林の水源涵養機能(洪水緩和機能等)の限界についても指摘している。 
 

 

・ 治水上問題となる大雨のときには、洪水のピークを迎える以前に流域は流出に関して飽和状態と

なり、降った雨のほとんどが河川に流出するような状況となることから、降雨量が大きくなると、

低減する効果は大きくは期待できない。 

・ 森林は中小洪水においては洪水緩和機能を発揮するが、大洪水においては顕著な効果は期待でき

ない。 

・ 流況曲線上の渇水流量に近い流況では（すなわち、無降雨日が長く続くと）、地域や年降水量に

もよるが、河川流量はかえって減少する場合がある。このようなことが起こるのは、森林の樹冠

部の蒸発散作用により、森林自身がかなりの水を消費するからである。 

・ あくまで森林の存在を前提にした上で治水・利水計画は策定されており、森林とダムの両方の機

能が相まってはじめて目標とする治水・利水安全度が確保されることになる。 

 

日本学術会議答申(平成 13 年 11 月)抜粋 

 

 

             

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 豪雨により樹木を巻き込んだ 

山崩れが発生（H16.8 徳島県） 

図-1 森林面積率の国際比較 

図-3 大雨時の森林斜面からの流出量 

図-2 国土利用の変化 出典：「世界の統計 1996 年版」 

（総務庁統計局）をもとに作成 
出典：アトラス  

日本列島の環境変化 
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出典：アトラス 日本列島の環境変化

飽和側方流が地上に現れた所には地表流（飽和地表流）が発

生し、降った雨のほとんどが川へ流れ込む 

河川計画で対象とする異常豪雨 

この時点では、 

樹木の保水能力

はほとんど無い 

発生する

飽和地表流が

鉛直浸透能が高く

ても、洪水を押え

ることはできない 

（東京大学名誉教授・福島大学教授 虫明功臣「森林斜面から渓流や河川への流出過程」より） 

※ 日本学術会議：人文・社会科学、自然科学全分野の科学者の意見をまとめ、国内外に対して発信する日本の代表機関 

昭和 24 年に内閣総理大臣の所轄下に「特別の機関」として設置され、中央省庁再編に伴い、総務省に設置 



７．世界的な水問題への取り組みについて 
～ユネスコセンターの設立準備等～         

○国際的研究拠点としてのユネスコセンター設立と流域治水技術に関す

る研究体制充実の一体的推進 
  第３回世界水フォーラムを受け、

我が国の治水分野での技術的蓄積

を活かしたさらなる国際貢献を推

進するため、独立行政法人土木研

究所において洪水等の水関連災害

とそのリスクマネジメントに関す

る国際的な研究・研修・情報ネッ

トワーク活動を行うユネスコセン

ターの設立に向けて、洪水ハザードマップ等具体的な研修、国内外の関

連機関と連携した水関連災害に関する研究の推進などの準備活動を展開

する。 

ユネスコセンターの活動 

また、都市部で頻発する浸水被害の回避・軽減に資するため、異常豪

雨等の雨量・水文データ等に関する流域治水統合データベースの構築な

ど流域治水技術に関わる研究体制の充実を図る。流域治水技術の研究に

際しては、ユネスコのネットワークを活用して国内外から情報収集を図

ることがより効果的であり、一方、流域治水技術に関する研究成果は、

最新の知見の提供を通じてユネスコセンターの研修活動に直接反映す

ることが期待されることから、両者を一体的に推進する。 

なお、センターは平成 17 年１０月の第３３回ユネスコ総会において

協定締結の承認を得たことを受け、平成１８年早期に閣議決定を経た上

で速やかに協定を締結し、センターを開設する予定である。 

【世界的な水災害・リスクに関する相乗効果的リンク】 



○暮らし
目標２ バリアフリー社会の実現
目標３ 子育てしやすい社会の実現
目標４ 住環境、都市生活の質の向上
目標５ アメニティ豊かな生活環境の形成
目標６ 良質で安全な水の安定した利用の確保

○安全
目標７ 水害等による被害の軽減
目標８ 地震・火災による被害の軽減

○環境
目標１４ 良好な自然環境の保全・再生・創出
目標１５ 良好な水環境への改善
目標１６ 循環型社会の形成

○活力
目標２２ 地域間交流・観光交流等内外交流の推進

○共通の政策課題
目標２７ ＩＴ革命の推進

○共通的経費等

（注）１．本表には、道路関係社会資本、住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業、
　　　２．本表は、河川局関連の目標のみを抜粋し、制度改正にあわせ前年度を

《関連するアウトカム指標》
○暮らし

目標３ ・自然体験活動拠点数
目標４ ・都市空間形成河川整備率
目標５ ・人々が海辺に親しむことのできる海岸の延長

・都市域における水と緑の公的空間確保量
目標６ ・河川の流量不足解消指数

・河川における汚濁負荷削減率
○安全

目標７ ・洪水による氾濫から守られる区域の割合
・床上浸水を緊急に解消すべき戸数
・流下能力不足橋梁数
・ハザードマップ認知率
・土砂災害から保全される戸数
・土砂災害から保全される災害時要援護者関連施設数

目標８

※：社会資本整備重点計画では災害時要援護者は災害弱者と記載

・津波・高潮による災害から一定の水準の安全性が確保されて
　いない地域の面積
・地震時に防護施設の崩壊による水害が発生する恐れのある
　地域の解消

区           分

小                  計

合                  計

８．国土交通省政策評価基本計画に基づく政策目標毎の予算

※



（単位：百万円）

事業費 国費 事業費 国費 事業費 国費
（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） （Ａ／Ｃ） （Ｂ／Ｄ）
105,342      66,153       119,170      73,935       0.88 0.89

9,011         4,849         15,023       8,124         0.60 0.60
2,493         1,226         2,479         1,215         1.01 1.01

37,020       21,531       39,340       23,463       0.94 0.92
15,574       10,170       17,780       11,019       0.88 0.92
41,244       28,377       44,548       30,114       0.93 0.94

1,257,659   763,426      1,292,535   778,177      0.97 0.98
1,216,077   741,304      1,259,181   759,224      0.97 0.98

41,582       22,122       33,354       18,953       1.25 1.17
103,797      68,125       116,314      73,541       0.89 0.93
79,997       53,735       98,006       62,254       0.82 0.86
12,833       8,033         7,513         4,465         1.71 1.80
10,967       6,357         10,795       6,822         1.02 0.93
36,973       23,133       47,250       31,294       0.78 0.74
36,973       23,133       47,250       31,294       0.78 0.74
14,177       8,453         13,240       7,796         1.07 1.08
14,177       8,453         13,240       7,796         1.07 1.08

1,517,948   929,290      1,588,509   964,743      0.96 0.96
1,446         28,681       1,448         30,048       1.00 0.95

1,519,394   957,971      1,589,957   994,791      0.96 0.96

下水道関連特定治水施設整備事業を含んでいる。
組み替えている。

     ○環境
目標１４

　水辺の中で再生した水辺の割合
・失われた湿地や干潟のうち、回復可能な湿地や
　干潟の中で再生したものの割合

     ○活力
目標２２ ・地域に開かれたダム、ダム湖活用者数

     ○共通の政策課題
目標２７ ・公共施設管理用光ファイバー等収容空間ネット

 ワークの延長

（百万円）

事業費 国　費
20,947   12,962    

1,002,885 613,923  
35,226   21,105    

228,168 146,107  
1,287,226  794,097    

　　　重点４分野シェア　：　H17編成　８１．５％　　⇒　　H18編成　８２．９％

重点４分野
①人間力の向上・発揮－教育・文化、科学技術、IT
②個性と工夫に満ちた魅力ある都市と地方
③公平で安心な高齢化社会・少子化対策
④循環型社会の構築・地球環境問題への対応
合計

・失われた自然の水辺のうち、回復可能な自然の

倍率平成１８年度 前年度

９．活力ある社会・経済の実現に向けた重点４分野



　

（Ａ） （Ｂ）

国 土 基 盤 河 川 直　轄 700,597 496,797

( 378,859 ) ( 201,288 )
地 域 河 川 補　助 336,981 179,354

( 227,423 ) ( 145,559 )
砂 防 226,613 145,136

直　轄 96,381 69,813

( 131,042 ) ( 75,746 )
補　助 130,232 75,323

( 42,714 ) ( 21,565 )
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 42,462 21,439

直　轄 42 42

( 42,672 ) ( 21,523 )
補　助 42,420 21,397

( 131,075 ) ( 66,303 )
総 合 流 域 防 災 補　助 128,171 64,778

海 岸 37,280 25,013

直　轄 10,634 10,634

補　助 26,646 14,379

(独)土　 木 　研 　究　 所 直　轄 1,446 1,446

( 1,519,394 ) ( 957,971 )
小　        計 1,473,550 933,963

直　轄 809,100 578,732

( 710,294 ) ( 379,239 )
補　助 664,450 355,231

（注）　１．国費には、前年度剰余金等として平成18年度には、14,162百万円、前年度には、10,440百万円を含む。

　　　　２．各事業の額は、道路関係社会資本（事業費（平成18年度46,503百万円、前年度49,076百万円）国費　　　　

　　　　３．上段（　）書は、特定治水施設等整備事業を含んだ場合の額である。

　　　　４．「国土基盤河川」は一級河川(指定区間を除く)、指定河川及び権限代行区間の河川に係る事業である。　　

　　　　５．「国土基盤河川」には建設機械整備費（事業費（平成18年度2,614百万円、前年度1,762百万円）国費　　　

　　　　　　また、事業費には本表の外に、特定事業先行調整費として平成18年度7,800百万円、前年度6,993百万　　　

区　　　　　　　　　　分 国　　　　費
平　　成　　１８　　年　　度

事　   業　   費

１０．直轄・補助別事業費・国費総括表



 　倍 　 　率
事業費 国　費

（Ｃ） （Ｄ） (Ａ／Ｃ) (Ｂ／Ｄ)

711,082 505,570 0.99 0.98

( 409,911 ) ( 217,581 ) （ 0.92 ） （ 0.93 ）
367,866 195,364 0.92 0.92

( 232,433 ) ( 148,825 ) （ 0.98 ） （ 0.98 ）
231,835 148,508 0.98 0.98

90,788 66,483 1.06 1.05

( 141,645 ) ( 82,342 ) （ 0.93 ） （ 0.92 ）
141,047 82,025 0.92 0.92

( 44,741 ) ( 22,621 ) （ 0.95 ） （ 0.95 ）
44,619 22,560 0.95 0.95

43 43 0.98 0.98

( 44,698 ) ( 22,578 ) （ 0.95 ） （ 0.95 ）
44,576 22,517 0.95 0.95

( 149,085 ) ( 72,928 ) （ 0.88 ） （ 0.91 ）
146,755 71,763 0.87 0.90

39,181 25,818 0.95 0.97

10,256 10,256 1.04 1.04

28,925 15,562 0.92 0.92

1,448 1,448 1.00 1.00

( 1,587,881 ) ( 994,791 ) （ 0.96 ） （ 0.96 ）
1,542,786 971,031 0.96 0.96

813,617 583,800 0.99 0.99

( 774,264 ) ( 410,991 ) （ 0.92 ） （ 0.92 ）
729,169 387,231 0.91 0.92

（平成18年度25,400百万円、前年度26,600百万円））を含んだ額である。

「地域河川」は「国土基盤河川」及び「総合流域防災事業」以外の河川に係る事業である。

（平成18年度1,500百万円、前年度1,033百万円））を含む。

 円がある。

（単位：百万円）

国　　　　費
前　　　　年　　　　度

事　   業　   費



（Ａ） （Ｂ）

区　　　　　　　　　　分 国　　　　費
平　　成　　１８　　年　　度

事　   業　   費

（　再　掲　）

治　　　　　山　　　　　治　　　　　水 1,413,696 900,699

直　轄 755,143 547,989

補　助 658,553 352,710

治　　　　　　　水 1,310,697 843,314

直　轄 744,467 537,313

補　助 566,230 306,001

海　　　　　　　岸 37,280 25,013

直　轄 10,634 10,634

補　助 26,646 14,379

急傾斜地崩壊対策等 65,719 32,372

直　轄 42 42

補　助 65,677 32,330

都 市 水 環 境 整 備 事 業 59,854 33,264

直　轄 53,957 30,743

補　助 5,897 2,521

特 定 治 水 施 設 等 整 備 事 業 45,844 24,008

住 宅 宅 地 基 盤 特 定 治 水 施
設 等 整 備 事 業 補　助 17,955 9,458

下 水 道 関 連 特 定 治 水 施 設
整 備 事 業 補　助 27,889 14,550

1,519,394 957,971

直　轄 809,100 578,732

補 助 710,294 379,239

災 害 復 旧 関 係 事 業 60,686 50,602

直　轄 18,866 18,866

補　助 41,820 31,736

  　　災   害   復   旧 42,083 34,871

直　轄 15,976 15,976

補　助 26,107 18,895

  　　災   害   関   連 18,603 15,731

直　轄 2,890 2,890

補　助 15,713 12,841

1,580,080 1,008,573

直　轄 827,966 597,598

補　助 752,114 410,975

（注）　１．国費には、前年度剰余金等として平成18年度には、14,162百万円、前年度には、10,440百万円を含む。

　　　　２．各事業の額は、道路関係社会資本（事業費（平成18年度46,503百万円、前年度49,076百万円）国費　　　　

　　　　３．上段（　）書は、特定治水施設等整備事業を含んだ場合の額である。

　　　　４．「国土基盤河川」は一級河川(指定区間を除く)、指定河川及び権限代行区間の河川に係る事業である。　　

　　　　５．「国土基盤河川」には建設機械整備費（事業費（平成18年度2,614百万円、前年度1,762百万円）国費　　　

　　　　　　また、事業費には本表の外に、特定事業先行調整費として平成18年度7,800百万円、前年度6,993百万　　　

小　　　　　　　　　　計

合　　　　　　　　　計



 　倍 　 　率
事業費 国　費

（Ｃ） （Ｄ） (Ａ／Ｃ) (Ｂ／Ｄ)

（単位：百万円）

国　　　　費
前　　　　年　　　　度

事　   業　   費

1,482,930 937,914 0.95 0.96

759,964 553,429 0.99 0.99

722,966 384,485 0.91 0.92

1,372,995 876,708 0.95 0.96

749,665 543,130 0.99 0.99

623,330 333,578 0.91 0.92

39,181 25,818 0.95 0.97

10,256 10,256 1.04 1.04
　

28,925 15,562 0.92 0.92

70,754 35,388 0.93 0.91

43 43 0.98 0.98

70,711 35,345 0.93 0.91

59,856 33,117 1.00 1.00

53,653 30,371 1.01 1.01

6,203 2,746 0.95 0.92

45,095 23,760 1.02 1.01

13,110 7,367 1.37 1.28

31,985 16,393 0.87 0.89

1,587,881 994,791 0.96 0.96

813,617 583,800 0.99 0.99

774,264 410,991 0.92 0.92

61,490 49,847 0.99 1.02

19,531 19,531 0.97 0.97

41,959 30,316 1.00 1.05

45,795 38,692 0.92 0.90

17,831 17,831 0.90 0.90

27,964 20,861 0.93 0.91

15,695 11,155 1.19 1.41

1,700 1,700 1.70 1.70

13,995 9,455 1.12 1.36

1,649,371 1,044,638 0.96 0.97

833,148 603,331 0.99 0.99

816,223 441,307 0.92 0.93

（平成18年度25,400百万円、前年度26,600百万円））を含んだ額である。

「地域河川」は「国土基盤河川」及び「総合流域防災事業」以外の河川に係る事業である。

（平成18年度1,500百万円、前年度1,033百万円））を含む。

 円がある。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

河川局関係施策の詳しい内容やリアルタイムの河川情報

については、以下のホームページでご覧になれます。 

 

＜河川局ホームページ＞ 

http://www.mlit.go.jp/river/

 

＜川の防災情報＞（全国のリアルタイム雨量・水位など

の情報を提供） 

http://www.river.go.jp

http://i.river.go.jp(携帯電話) 

http://www.mlit.go.jp/river/
http://www.river.go.jp/
http://i.river.go.jp(%E6%90%BA%E5%B8%AF%E9%9B%BB%E8%A9%B1/
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